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本書の使い方 
1 本書は平成 25年 3月、文部科学省が策定・公表した「専修学校における学校評価ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。）に示された   

「項目別の自己評価表(例)イメージ」及び「自己評価における評価指標・観点・参考資料一覧表(イメージ案）」などを参考に全体を構成しました。 

  また、評価項目は、特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構(以下「機構」という。）がガイドラインに準拠して制定した「専門学校等 

評価基準書 Ver4.0」を適用しています。 

2 従来の「評価項目別取組状況」に「学校の理念・教育目標」、「年度の重点目標と達成計画」、「年度の重点目標達成についての自己評価」を加え 

ることにより、ガイドラインに示されている PDCA を活用した自己評価を進めることができるようになっています。 

3 ガイドラインでは、「項目別の自己評価表(例)イメージ」において取組状況を 1から 4の評語を用いて自己評定する様式を例示しています。この 

ことから、本書でも「評価項目別取組状況」の小項目毎に評定欄を加えました。評語の考え方の例は、以下のとおりです。但し、評定については学 

校ごとの考え方により実施しない学校においては評定欄を削除してお使いください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 本書は、学校関係者評価を円滑に進めるために、記述のうち「学校の理念・教育目標」、「年度の重点目標と達成計画」、「年度の重点目標達成に 

ついての自己評価」など部分的にピックアップして評価を行うことができるように構成していますので、学校関係者評価実施においても活用できま 

す。 

5 本書はワード形式で作成しています。学校の考え方により適宜変更して使用してください。ご不明な点につきましては、機構事務局までお問い 

合わせください。                 

         連絡先 03-3373-2914 info@hyouka.or.jp 

 

※評語の意味 

4 適切に対応している。課題の発見に積極的で今後さらに向上させるための意欲がある。 

3 ほぼ適切に対応しているが課題があり、改善方策への一層の取組みが期待される。 

2 対応が十分でなく、やや不適切で課題が多い。課題の抽出と改善方策へ取組む必要が 

 ある。 

1 全く対応をしておらず不適切。学校の方針から見直す必要がある。 
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1 学校の理念、教育目標  
 

教 育 理 念 教 育 目 標 

学校法人滋慶学園 福岡ＥＣＯ動物海洋専門学校は 

学校法人滋慶学園グループ（※１）に属し、 

「職業教育を通じて社会に貢献していく」ことをミッション（使命）と 

している。 

「３つの建学の理念」（「実学教育」（※２）「人間教育」（※３）「国際教 

育」（※４））を実践し、「４つの信頼」（①業界の信頼 ②高校の先生の信 

頼 ③学生と保護者の信頼 ④地域の信頼）を得られるように学校運営を 

している。 

建学の理念に基づき、福岡ＥＣＯ動物海洋専門学校は、『動物 

・海洋・自然を通して、人に喜びや感動を与えられる「即戦力」』となる 

ＥＣＯ業界の人材育成を目的として学校運営をしている。 

現在、ＥＣＯ業界を取り巻く社会の環境は大きく変化している。 

職業の現場で求められる知識・技術の高度化や、より付加価値の高い人材 

の必要性を背景に、本校では、２年制課程のみならず、３年制、４年制課程も

設置し、また、『産学連携教育システム』により、様々な変化にも対応できる 

人材の育成を実現してきた。 

 
（※１）「学校法人滋慶学園グループ」 

昭和５１年の創立以来、「職業教育を通じて社会に貢献する」ことをミッションに

掲げ、全国に専門学校・教育機関を設置し、業界で即戦力となる人材育成の

ため、建学時から変わらない「３つの理念」（実学教育、人間教育、国際教育）

と「４つの信頼」（業界からの信頼、高校の先生からの信頼、学生・保護者から

の信頼、地域からの信頼）を実践することで、理想の教育実現を目指す。 

医療・福祉・美容・調理・製菓・バイオ・スポーツ・クリエーティブ・エコ・音楽・ダ

ンス等、多岐にわたる分野で北海道から福岡まで約８０校を有する。 

（※２）「実学教育」スペシャリストが求められる時代に即し、業界に直結した専

門学校として、即戦力となる知識技術を教授する。一人一人の個性を活かし、

それぞれの業界で力が発揮できるように構築された『滋慶学園グループ独自

の教育システム』。 

（※３）「人間教育」開校以来、『今日も笑顔で挨拶を』を標語に掲げ、他人への

思いやりの気持ちやコミュニケーション能力、リーダーシップがとれる対人スキ

ル等を身につけ、同時にプロ・社会人としての身構え、心構え・気構えを養成

する。 

（※４）「国際教育」コミュニケーション言語としての英語を身につけるだけでな 

く、日本人としてのアイデンティティを確立した上で、広い視野でモノを捉える

国際的感性を養う。 

 
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 
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2 本年度の重点目標と達成計画 
令和 5年度重点目標 達成計画・取組方法 

令和 4 年度自己点検および令和 4 年度事業計画目標を考慮の上で、 
令和 5 年度の重点項目は下記の通りです。 
 
①高いホスピタリティマインドとビジネスマナー持った学生の育成 

②今後の社会が必要とするスキル・知識を取り込んだカリキュラム開発 

③チームサポートで退学率の低減「やめない学校づくり」 

④教育の質の向上 

⑤残業時間 20%削減 

⑥スタッフの学びの場を作り、スキルアップ、モチベーションアップに繋げる 

⑦目標達成のためのロードマップを各部署作成し生産性を上げる 

⑧地域・社会貢献の拡大 SDGｓへのチャレンジ 

⑨福岡県内の中学校・高校からの信頼を獲得するための訪問を強化 
 

 
【広報】 

●細分化したニーズに応え、顧客を創造する 

・4年制、3年制専攻の拡充 

・福岡県中心に高校訪問を増やし質の高い教育への理解を広げる 

・農業系、水産系高校との連携を強化 

・SDGs に取り組んでいる授業や、学校としての取り組みを発信する 

・早期認知のための中学生イベントの強化 

・オープンキャンパスに来てから帰るまで、感動できる演出と対応をおこなう 

 

【教育】 

●業界に喜んでもらう、質の高い教育にむけて 

・最新の取り組みをしている業界、企業連携の強化 

・多様な学生及び変化に対応できるスタッフのスキル向上 

・学内における安心安全な空間、環境を整える 

・マネジメント力を身に着けるための新規企業プロジェクトの実施 

・各部署連携を図りチーム全体で取り組む 

・将来のキャリアを見据えて、自立できる学生指導をおこなう 

・オンライン、オンデマンドを活用して学習効果を高める 

・在校生数増加に対応した教室運営のスリム化を目指す 

 

【就職】   

●就職対象率と専門職就職率の向上 

・オンラインを活用した姉妹校連携の強化 

・目的意識を持ってもらうための業界セミナーの実施 

・業界が求める人材像を把握するための企業訪問を強化 

・就職することの大切さを理解するためにクラス毎の就職授業を強化 

・個別面談を強化し、一人ひとりをサポートする 

・保護者様の就職活動への理解を深め連携を図る 

・新規求人、業界研修先の獲得 

・時代にあった就職活動の指導をおこなう 

 

 
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 
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3 評価項目別取組状況 
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基準１ 教育理念・目的・育成人材像 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
 
滋慶学園グループは「職業人教育を通して、社会に

貢献する」ことをミッションとし、３つの建学の理

念（実学教育、人間教育、国際教育）を実践し、４

つの信頼（学生・保護者からの信頼このことを実践

する為に、「実学教育」「人間教育」「国際教育」とい

う 3 つの建学の理念を基本に教育を実施している。 
 
このことは、全教職員に浸透し、コンセンサスは充

分に得られている。 
 
また、業界と共に業界が必要とする即戦力の人材 
育成し、業界に送り出すという「産学協同教育」 
を開校以来、実践してきた。 
 
具体的には、講師の派遣、学習する題材としての企

業課題や企業プロジェクトの提供、機材・機器選定

のアドバイス、研修・実習の受入など、多岐に渡っ

て協力を頂いている。 
 
今後は、業界との関わりを更に推し進める必要があ

る。より多くの企業・業界人から、更に深く、広範

囲での支援を頂くと共に、業界からの支援をより効

果的に教育に反映させるカリキュラム・システムの

開発が必要と考える。 

 
業界が求める人材を、業界に送り出すことを社会貢

献とする理念や目的は、今後も変わることは無い

が、この理念や目的を、教職員、業界、学生、保護

者に周知徹底するのは、常に継続的な活動が必要と

なってくる。特に最も重要なのは、すべての学校職

員がこの理念を共有する事であり、新しい入職者に

対して常にこの理念が共有できる環境を整える事

が重要であり、日々の朝礼や会議、研修等を通して

繰り返し行なう事が重要となってくる。 
 
また、業界が求める人材としてのマインドは不変の

ものであるが、スキルは常に変化しており、この変

化にいち早く対応するために、業界と常に関わる事

が重要である為、「企業プロジェクト」や「インター

ンシップ」といった業界と密接にかかわるカリキュ

ラムはこちらから、企業に対して、今以上できるだ

け数多く提案する事が重要と思われる。 

 
■滋慶学園のミッション 
「職業人教育を通じて社会に貢献する」 

 
■建学の理念 
「実学教育」 
「人間教育」 
「国際教育」 
■４つの信頼 
 「学生、保護者からの信頼」 
 「業界の信頼」 
 「高校の先生の信頼」 
 「地域の方の信頼」 
 
■学校のコンセプトと育成人材 
 「動物・自然とふれあい、人に喜びと感動を

与える人材を育成する」 
■教育のコンセプト 
 「産学連携教育」・・・業界が求める人材を業

界と共に育成する事であり、そのカリキュラ

ムの中心を成すのが「企業プロジェクト」と

いう本学園独自のプログラムである。これ

は、企業や施設から要請をいただき、業界と

共にイベント運営や調査など様々な課題に

取り組むもので、まさしく即戦力育成につな

がっている。 
 

 
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 
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1-1 （1/2） 
1-1 理念・目的・育成人材像 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-1 理念・目的・

育成人材像は、定

められているか 

□理念に沿った目的・育成人

材像になっているか 

□理念等は文書化するなど

明確に定めているか 

□理念等において専門分野

の特性は明確になっている

か 

□理念等に応じた課程(学

科）を設置しているか 

□理念等を実現するための

具体的な目標・計画・方法を

定めているか 

□理念等を学生・保護者・関

連業界等に周知しているか 

□理念等の浸透度を確認し

ているか 

□理念等を社会の要請に的

確に対応させるため、適宜見

直しを行っているか 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 

「職業人教育を通して

社会に貢献する」という

ミッションの下で、建学

の理念、育成人材は明確

に定められ、文書化され

ている。またその理念を

実現する為の方法は産学

協同教育であり、人材育

成の課程も理念に沿うも

のである。理念が変わる

ことは無いが、達成する

為の過程は常に、事業計

画の段階で見直しを図っ

ている。講師研修会では

毎回、講師に理念等を周

知している。 

理念や目的育成人材像

は広く告知できてはいる

が、教職員以外に対する

浸透度の確認は行なって

いないのが、現状である。 
また、育成人材は常に業

界に向けてのものであ

り、そのためには業界と

の太いパイプを、継続し

て持ち続けることが重要

であり、課程においても、

業界の声を反映した上で

常に新しいものを生み出

す創造力も重要。 

今後は、学生アンケート

を通じて理念の共有がで

きているかどうかの確認

が必要。 
また、より具体的に周知

していく為にはホームペ

ージの更なる活用も重

要。 
定期的に業界の声が聞け

る企業訪問や勉強会の実

施。 
 

見学の理念、4つの信

頼 

1-1-2 育成人材像

は専門分野に関

連する業界等の

人材ニーズに適

合しているか 

□課程(学科)毎に、関連業界

等が求める知識・技術・技能・

人間性等人材要件を明確に

しているか 

□教育課程・授業計画(シラ

バス)等の策定において、関

連業界等からの協力を得て

いるか 

 
 
 
 
４ 

教科目標として、学生便

覧及び教育指導要領に記

載しており、養成目的の

ためのシラバスは業界か

ら派遣される講師と共に

策定されている。 

人材要件は、あまり抽象

的にならず具体的に定め

る事も必要。常に業界の

意見を取り入れる柔軟な

姿勢と、システムの構築

が重要と思われる。 

定期的に業界の声が聞け

る企業訪問や勉強会の実

施。また、既存の業界だけ

ではなく、新規参入する

企業へのリサーチなども

積極的に行っていく。 
 

授業計画書（シラバ

ス） 
 

 
-1 （2/2） 
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小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-2続き □専任・兼任(非常勤)にかか

わらず、教員採用において、

関連業界等から協力を得て

いるか 

□学内外にかかわらず、実習

の実施にあたって、関連業界

等からの協力を得ているか 

□教材等の開発において、関

連業界等からの協力を得て

いるか 

 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
 
 
 

授業を行う講師はほとん

どが業界人として活躍す

る外部の人材であり、校外

実習においては、「インタ

ーンシップ」をおこない、

校内実習では「企業プロジ

ェクト」として業界からの

協力を得て行なっている。 

教員の採用は、業界の変

化と共に、常に新しい人材

の発掘が重要。また協力企

業はできるだけ多くの企

業数が望ましい為、インタ

ーンシップ協力企業数の

増加が必要。 

こちらから、積極的に企

業に対して働きかける事

が重要であり、現在講師

として契約する業界人を

通して、更に業界情報を

得ていく。 

 

1-1-3 理念等の達

成に向け特色あ

る教育活動に取

組んでいるか 

□理念等の達成に向け、特色

ある教育活動に取組んでい

るか 

□特色ある職業実践教育に

取組んでいるか 

 
 
 
４ 

人間教育の一環として

「あいさつ運動」を、また

「企業プロジェクト」と

して、さまざまな課題を

取り組んでいる。 

企業プロジェクトは、課

程ごとに年間のスケジュ

ールで管理できる事が重

要。 

必要な企業プロジェクト

は、時期と内容を考え、

こちらから企業に働きか

ける。 
 
 

企業プロジェクト 

1-1-4 社会のニー

ズ等を踏まえた

将来構想を抱い

ているか 

□中期的（3～5年程度）な視

点で、学校の将来構想を定め

ているか 

□学校の将来構想を教職員

に周知しているか 

□学校の将来構想を学生・保

護者・関連業界等に周知して

いるか 

 
 
 
 
４ 

毎年策定する、事業計画

書の中で中期の構想を定

めており、教職員には研

修・会議を通じて周知し

ている。 

常に新専攻としての新

しい人材育成の構想を持

つことが重要であり、教職

員だけではなく、学生・保

護者・関連業界に対しても

っと積極的に周知してい

く事が必要。 

既存の分野のみならず、

様々な業界にアンテナを

貼り、今後求められる技

術・知識をカリキュラム

や新専攻にフィードバッ

クできる柔軟性とスピー

ドを持つ。 

 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校と本校の属する学校法人は、学校運営にあたり、「職業教育を通じて社会に貢献する」こと

をミッションとし、それを遂行するために、「３つの建学の理念」と「４つの信頼」を基に、事業計画

を作成しているからこそ、健全なものとなっている。また、理念・経営者の言葉等々を文書化し、

組織内への浸透、新入職者へのわかり易い提示により、活性化に繋がっている 

ＥＣＯ系全校の教務部から構成される「バイオスフェア教育部会」を設置しており、 

そのスケールメリットを活かして、育成人材像から教育システム・内容（カリキュラム）

等々の見直し、新専攻の開発などを行い、共通化を図っている。 

 
 最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



８ 
 

基準２ 学校運営 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

滋慶学園グループが毎年、長期・中期・短期展望をし、事

業計画を作成している。事業計画は、法人常務理事会、

法人理事会の決済を受け、承認を得ることになっている。

それを受け、各学校では毎年３月に事業計画を全教職員

へ周知徹底するための研修も行っている。事業計画にお

いては、グループ全体の方針や方向性、組織、各部署に

おける目標や取り組み、職務分掌、各種会議及び研修等

について明確に示されている。運営組織は、事業計画の

核をなす組織目的、運営方針、実行方針と実行計画に基

づいたものである。単年度の運営も、中期計画の視点にた

って行われる。事業計画書の組織図には学校に係わる人

材が明記され、誰もが全員の組織上の位置づけを理解で

きるようになっている。学校がもっとも大切にしていることと

して、滋慶学園グループの中期・短期の事業計画に沿っ

て、採用と人材育成行い、様々な研修において目標達成

に向け、スタッフのスキル面とマインド面の向上を図り、ま

た関わるすべての人が学校の方向性、学校の方針の実現

に向けて同じ方向を向くために、各種研修や会議、ミーテ

ィングにより、コミュニケーションの重要性を確認している。 

 
人材の育成並びに、円滑な学校運営のために、職員全

員が、事業計画における、理念に始まり、方針、目標、

計画までの理解を深める、と同時に常に自分自身の職

務を明確に理解する必要があるため、朝礼、全体会、

研修、面談などを通して、事業計画の確認に努めてい

くと同時に、意思決定システムの中での決定権者の規

定や規則の明文化を図り、職員に周知していく。 
 
また、職員だけではなく円滑に運営していく為には、

システムの開発を含めて関連企業との関係も重要にな

ってくる為、更に関係を強化していく特に予算に関し

ては、財務担当の関連企業との関係をさらに深く保つ。 
 
 
 

 
■事業計画書の内容は以下 
  Ⅰ．組織の目的 
  Ⅱ．組織の運営 

(１) 計画体系 
１． 運営方針 
２． 目標（定量的目標、定性的目標） 
３． 実行方針 
４． 実行計画 

① 組織図 
② 職務分掌 
③ 人事採用計画 
④ 広報計画 
⑤ 広報年間計画 
⑥ 学科・専攻のイノベーション 
⑦ 新規事業 
⑧ 年間スケジュール 

   （２）仕組みとルール 
     １．インセンティブシステム 
     ２．業績評価システム 
     ３．意志決定システム 
  Ⅲ．５年後の将来 

Ⅳ．更に単年、から 5年後の収支予算書を持って

事業計画書としている。 
 

 
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



９ 
 

2-2 （1/1） 
2-2 運営方針 
 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-2-1 理念に沿っ

た運営方針を定

めているか 

□運営方針を文書化するな

ど明確に定めているか 
□運営方針は理念等、目標、

事業計画を踏まえ定めてい

るか 
□運営方針を教職員等に周

知しているか 
□運営方針の組織内の浸透

度を確認しているか 

 
 
 
 
４ 

運営方針は滋慶学園グル

ープの運営方針を基に、

理念、目標、事業計画を踏

まえて、毎年明確に定め

られており、組織内に周

知徹底されている。 

定められた運営方針は、

常に教職員に周知され教

職員の行動の指針となる

事が重要。 

今後更に、朝礼、全体会、

研修、個人面談などを通

して、教職員に対して常

に周知していく。 

・事業計画書 
 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
滋慶学園グループ、ＣＯＭグループの運営方針を基に、各学校の運営方針 

が決定される。この運営方針が全教職員に周知徹底されることが重要であり、 

そのための研修、会議を実施のうえ、個人個人の目標や業務に落とし込み、 

全体として学校の運営方針が実現されるようにする。 

また、運営方針に基づき、各種規定が作成され、実行される 

運営方針を全教職員に周知徹底させるための研修、会議等が充実しており、 

またこの研修、会議で個人個人のレベルへ落とし込み、全体として運営方針 

が実現されるシステムを構築している。 

 
 最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



１０ 
 

2-3 （1/1） 
2-3 事業計画 
 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-3-1 理念等を達

成するための事

業計画を定めて

いるか 

□中期計画（3～5年程度）を

定めているか 

□単年度の事業計画を定め

ているか 

□事業計画に予算、事業目標

等を明示しているか 

□事業計画の執行体制、業務

分担等を明確にしているか 

□事業計画の執行・進捗管理

状況及び見直しの時期、内容

を明確にしているか 

 
 
 
 
４ 

滋慶学園の５ヵ年計画

を基に、毎年、作成する事

業計画書は単年度から５

ヵ年の予算、目標、執行体

制、業務分担など、明確に

定めており、特に予算は

進捗状況により中間に修

正予算をたて予算内で執

行できるようにしてい

る。 

この事業計画に沿って

一年間組織運営がなされ

る事が重要である為、明

確な目標設定と実行方

針、実行計画を綿密に定

める事が非常に重要であ

る。計画と実行に差異が

生じている場合は早めの

検証が必要。 

予算を含め、事業計画が

順調に推移しているかど

うか、毎月検証していく。 

・事業計画書 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

環境の変化を前提に、毎年経営状態を考察し、前年度事業計画を検証し、次 

年度事業計画を定めていくことは非常に重要である。 

事業計画は、組織の長期・中期・短期の定性目標、定量目標を達成するため 

の目的意識を共有すべく、全教職員に周知徹底し、個人個人が目標・業務に 

落とし込み、遂行することが必要であるが、そのシステムを確立している。 

事業計画を全教職員に周知徹底させ、また個人がそれを受けて目標設定 

を行い、業務へ落とし込み、遂行することで、組織目標が達成されるが、そ 

のシステムを確立している。 

 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



１１ 
 

2-4 （1/2） 
2-4 運営組織 
 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-4-1 設置法人は

組織運営を適切

に行っているか 

□理事会、評議員会は寄附行

為に基づき適切に開催して

いるか 
□理事会等は必要な審議を
行い、適切に議事録を作成
しているか 
□寄附行為は、必要に応じて

適正な手続きを経て改正し

ているか 

 
 
 
 
４ 

理事会・評議員会ともに、

寄付行為に元づき適切に

開催され、学園グループ

の関連企業の支援のもと

で、議事録の作成、管理は

適切に行なわれている。 

法令に則って適切に開催

しており、問題は無いも

のと考えている。 

今後も法令に則って適切

に開催していく。 
 

2-4-2 学校運営の

ための組織を整

備しているか 

□学校運営に必要な事務及

び教学組織を整備している

か 

□現状の組織を体系化した

組織規程、組織図等を整備し

ているか 
□各部署の役割分担、組織
目標等を規程等で明確にし
ているか 
□会議、委員会等の決定権

限、委員構成等を規程等で明

確にしているか 

□会議、委員会等の議事録

（記録）は、開催毎に作成し

ているか 

□組織運営のための規則・規

程等を整備しているか 
□規則・規程等は、必要に
応じて適正な手続きを経て
改正しているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
４ 

学校運営に必要な部署

は、学園グループの協力

企業を含め、すべて整備

されている、また事業計

画書の中の組織図では、

すべての職員が部署ごと

に明記されており、学内

での意思決定が体系的に

判断できるものとなって

いる。 
また、全体会を含め各部

署ごとに行なわれる、会

議や委員会ではすべて議

事録をとっており、運営

上必要な委員会において

は規定を設けており、必

要に応じて適宜見直し改

正を行なっている。 

組織は、学校を運営して

いく上で、状況に応じて、

必要となってくるので、

常に新規に委員会を立ち

上げる事のできる柔軟性

を持ち合わせることが重

要。 
また、各部署、各委員会

が単独の組織として縦割

りの組織にならずに、各

委員会情報が全体に伝わ

る仕組みが必要と思われ

る。 

組織を運営していく上で

最も重要となるのは、人

であるため、運営できる

人を育てる研修に力を入

れていく。必要に応じて

会議、ミーティングにて

各スタッフへ周知を行

う。 
 
 

・事業計画書 
 

 



１２ 
 

2-4 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-4-2続き □学校の組織運営に携わる

事務職員の意欲及び資質の

向上への取組みを行ってい

るか 

 
 
４ 

事務職員もすべて、目標

の設定と学校運営の役割

が明確になっており、研

修を通じた資質の向上が

図られている。 

事務職員は正社員だけ

ではなく、契約や派遣ス

タッフが多いため、責任

の所在があいまいになら

ないようにする事が重

要。 

構成員全員が、常に自分

自身の職務を明確に理解

する必要があるため、会

議研修を通じて常に徹底

を図る。 

 

 

 
 
 

 
 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
事業計画を遂行し、学校・学科等組織の目標を達成させるためにも実行計画 

の中で特に意思決定機能は毎年見直し、効率的か否かを検証することが大切 

である。 

各段階を経た会議により、決定事項の周知徹底、コミュニケーションはでき 

ていると考えている。 

各会議で運営のチェックを行い、計画遂行の確認をするが、問題点の早期発 

見、対策、実行というプロセスを構築している。 

毎年、事業計画策定という厳しい作業があることで、目標志向性の高い、組 

織運営が行われている。 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



１３ 
 

2-5 （1/1） 
2-5 人事・給与制度 
 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-5-1 人事・給与

に関する制度を

整備しているか 

□採用基準・採用手続きにつ

いて規程等で明確化し、適切

に運用しているか 
□適切な採用広報を行い、
必要な人材を確保している
か 
□給与支給等に関する基準・

規程を整備し、適切に運用し

ているか 
□昇任・昇給の基準を規程
等で明確化し、適切に運用
しているか 
□人事考課制度を規程等で

明確化し、適切に運用して

いるか 

 
 
 
 
 
４ 
 

運営上必要な人員は適

切に採用されている、ま

た人事、及び給与の規定、

人事考課に関しては、本

部において基準が設けら

れており、その方針に沿

って整備、運用が行なわ

れている。また目標面接

シートをもとに、本人の

目標に向けた達成度を確

認する事もできるように

なっている。 
 

数字で現れる数値目標

だけでなく、情意を含め

た意欲など全般での評価

が重要であり、職員個人

が自分自身の評価が適切

になされていることを職

員が理解できる事も重要

であるため、規定などの

開示も重要と思われる。 

個人面接を通じて、人事

委員会の評価基準規定を

公開していくことで、数

値目標だけに限らず、情

意の目標を持って適切に

評価されている事を通達

していく。 

 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

滋慶学園グループでは、「人は財産」、「人は成長する」という考えであり、 

それゆえ、人事制度は大切な経営課題であるため、総務人事委員会を設置し、 

制度の向上とより有効な運用に心がけている。 

人事考課、昇給・昇格、賃金制度等については、目標管理制度に基づき、成 

果主義を取り入れた制度により、適正に行われている 

新卒採用については、人事採用計画に基づき、滋慶学園グループ全体として 

定期採用を行い、既卒者については各校の必要状況に応じての採用を実施し 

ている。 

人材育成については、様々な研修制度を設け、成長できるように支援してい 

る。 
 
 最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



１４ 
 

2-6 （1/1） 
2-6 意思決定システム 
 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-6-1 意思決定シ

ステムを整備し

ているか 

□教務・財務等の事務処理に

おいて、意思決定システムを

整備しているか 
□意思決定システムにおい

て、意思決定の権限等を明確

にしているか 
□意思決定システムは、規

則・規程等で明確にしている

か 

 
 
 
４ 

事業計画書の中で、意思

決定システムは明確に定

められており、決定すべ

き案件の目的と、決定方

法を定めている。 

現状決められている意

思決定システム（会議）だ

けでは補えない部分は、

常に事業計画を見直して

いくことが必要であるの

と、主催者が決定権者で

あることの周知が必要。 

意思決定システムの中で

の決定権者の規定や規則

を明文化していき、その

事を職員に周知 

事業計画書 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

意思決定システムは、確立していると考える。 

各会議は、会議の位置づけ等々を明確化しているが、重要なことは学校運営 

が滞りなく行われることである。学校運営で生じた様々な問題を早期に発見 

し、解決策を立て、実行することであるが、迅速な意思決定ができるシステ 

ムになっている。 

学校の目標達成のため、その目標を前提として、個々の教職員一人一人が自 

分の目標を明確化し、それを日々の業務に落とし込んでいるが、各自が自分 

の業務を遂行することで、学校の目標達成に貢献している。 

その学校の目標や達成方法等を決定、周知徹底するのが会議であり、その内 

容により、それぞれの会議が行われる。 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



１５ 
 

2-7 （1/1） 
2-7 情報システム 
 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-7-1 情報システ

ム化に取組み、業

務の効率化を図

っているか 

□学生に関する情報管理シ

ステム、業務処理に関する

システムを構築しているか 

□これらシステムを活用

し、タイムリーな情報提供、

意思決定が行われているか 
□学生指導において、適切
に（学生情報管理）システ
ムを活用しているか 
□データの更新等を適切に
行い、最新の情報を蓄積し
ているか 
□システムのメンテナンス
及びセキュリティ管理を適
切に行っているか 

 
 
 
 
 
 
４ 

業務効率の中で情報シ

ステムのコンピュータに

よるデータ化は最も効率

が期待できる物として捉

えており、本校では入学

前から、在学中そして卒

業後のサポートまでをシ

ステムとしてコンピュー

タ化して効率化を図って

いる。 

業務の効率化は常に

考えていくべきもので

あり、コンピュータを用

いた効率化は特に重要

である反面、メンテナン

スやセキュリティ管理

が非常に重要である為、

十分な予算を考慮して

おく必要がある。 

システム上の問題点の

更なる早期発見できる

ためのシステムを構築

していく。また、その問

題解決に向けての対策

が今以上に早くできる

ように、関係部署、関連

企業との関係を更に密

接に保つ。 

・学生便覧 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

個別セクションの情報システム化、その結果としての業務の効率化は推進 

されている。それは、業務マニュアル化とシステム化が推進されたことと、 

グループ内サポート企業のコンピュータ関連会社の協力で、情報の一元化に 

成果が現れてきたことによる。この業務の効率化により、教職員が直接学生 

と接する時間を多く持てるようになった。 

学生の教育・就職・学費入金等、学生に関わる情報処理についてはすべて 

一元化された運営を行っており、そのため学生情報にブレがないシステム構 

築となっている。また、システムの効率化だけではなく、必要な場合、関連部署・企業と

の連携のより、二重チェックできる体制もできている。 

 
 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



１６ 
 

基準３ 教育活動 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
１．「職業人教育」 

職業人教育は、常に業界の動向を把握するために、

業界の情報を常に収集し、養成目的や教育目標は正

しく方向づけるために、毎年見直しを実施している。 

２．「教育システム」 

 本校は教育システムとして、独自の「産学連携教育

システム」を構築しており、業界で即戦力となりうる

人材を、業界と共に育成することを目標とし取り組

んでいる。 

 ３．「養成目的・教育目標」 

 養成目的や教育目標達成のためのカリキュラム

は、入学前から卒業まで、体系的に編成すると共に、

常にバイオスフェア教育部会等で検討し、見直し等

を行っている。また、本校で行っている教育は、すべ

てが社会的・職業的自立を目指し、「キャリア教育」

の視点に立ったものになっている。 

 ４．「授業評価・成績評価」 

 教職員や講師の教育力向上等を目的のために、年 2

回授業評価を実施している。この授業評価により講

師や学生の状況を正確に把握し、総合的な判断がで

きる要因となっている。 単位認定の基準を明確に

して学生指導を行うと共に、すべての学生が目標を

達成した上で、進級・卒業できる体制を構築してい

る。 

 ５．「資格取得」 

 資格取得については、業務を行う上で必要な資

格、就職に有利な資格という範囲で取得に向け、支

援を行っている。 

建学の理念、4つの信頼に基づく、各専攻の教育

目標、育成人材像は、その専攻に対応する業界の人

材ニーズの変化に対して、正しく方向づけ業界が求

める人材を育成するために、常に業界との連携を重

視し取り組まなければならない。 その手法とし

て、①教員（非常勤講師）とのコミュニケーショ

ン、②企業との接触（就職関連行事、企業訪問、企

業課題提供）、③姉妹校連携による情報の共有、④

業界関連ニュースの収集など、様々な手段を使って

活かしていくことを念頭に置いて実施する。 

 

そして必要とされている専門知識・技術や人材像

を、教育に反映させると共に、変化を先取りしつ

つ、それに対応して養成目的や教科課程の見直しを

行い、学年毎の到達目標を定め、カリキュラム・シ

ラバスを作成する。 

 
本校では、基本的に専任教員は、学科・専攻のマ

ネジメント、学生指導に専念し、授業は業界人であ

る教員（非常勤講師）が行っている。そのため、講

師の採用には力を入れており、専門技術・知識だけ

ではなく、人間力（人柄）の部分においても、高い

レベルの指導ができる人材を採用している。そのレ

ベルをさらに向上させるために、業界や学園のネッ

トワークを活かして、必要に応じた研修や講師会を

実施する。成績評価については、ルーブリック評価

を取り入れ、評価基準･項目を明確設定し評価して

いく。       

本校は、平成１０年の開設以来、専任教員の目標とし

て、１．第一専門職への就職率１００％（就職希望者） 

２．退学率 ０％ （入学者は全員卒業してもらう）

を掲げ、その達成のために構築した２つの重要なシ

ステムを構築している。 

 

 第１のシステムは、入学前の「自己発見」→在学中

の「自己変革」→卒業時の「自己確立」という、３つ

の段階を経て行う育成システムである。 このよう

な入学前からの一貫した育成システムにより、「動物

の仕事を通して社会に貢献する」という考え方を身

につけることを目標としている。 

 

 第２のシステムは、即戦力としての実践的専門知

識・技術、ビジネスマインド等を身につけるための産

学連携教育システムである。 これには、次の 6つが

挙げられる。①企業プロジェクト ②ダブルメジャ

ーカリキュラム ③業界研修 ④海外実学研修・海

外専門留学 ⑤特別ゼミ ⑥就職 である。 

 

また、本校では教育システムのさらなる開発のため、

滋慶学園グループの動物系全校から構成する「バイ

オスフェア教育部会」を設置し、各校の成功事例を共

有する教育システムにより、レベル向上化を図って

いる。 主な内容は、①カリキュラム検討 ②教育指

導法・技法の開発 ③教本･教材の開発 ④イベン

ト･卒業研究の運営 ⑤国際教育システム開発 ⑥

教職員研修 ⑦生涯教育プログラム 等である。 
  

最終更新日付 2022 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 



１７ 
 

3-8 （1/1） 
3-8 目標の設定 
 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-8-1 理念等に沿

った教育課程の

編成方針、実施方

針を定めている

か 

□教育課程の編成方針、実施

方針を文書化するなど明確

に定めているか 
□職業教育に関する方針を

定めているか 

 
 

４ 
 

業界の求める即戦力の人

材を育成するために、建

学理念や 4 つの信頼に基

づく、教育の考え方や実

施方針は、教育指導要領

にまとめている。 

年々変化する業界に対応し、

方針に沿った授業運営を行

っていくために、学校の教育

に対する考え方を、すべての

講師に浸透させ共有するこ

とが課題である。 
 
 
 

講師研修会や講師会を通

して、学校の教育に対す

る考え方と、業界で活躍

している講師からの情報

のすり合わせを行い、共

有する。 

授業計画書（シラバ

ス） 

3-8-2 学科毎の修

業年限に応じた

教育到達レベル

を明確にしてい

るか 

□学科毎に目標とする教育

到達レベルを明示している

か 
□教育到達レベルは、理念等

に適合しているか 
□資格・免許の取得を目指す

学科において、取得の意義及

び取得指導・支援体制を明確

にしているか 
□資格・免許取得を教育到達

レベルとしている学科では、

取得指導・支援体制を整備し

ているか 

 
 
 
 
 
 

４ 

滋慶学園グループ動物

系全学校による「バイオ

スフェア教育部会」との

連携を図り、今後の業界

の動向と、今後求められ

る人材を予測し、それに

対応すべく、建学理念や 4
つの信頼に基づく、教育

方針を決定し、具体的な

カリキュラム・シラバス

資格取得を検討し、取り

組んでいる。 

業界で求められる専門

力（知識・技術）と、人間

力（人柄）のニーズを常に

把握し、業界の変化に対

応できる柔軟な体制を構

築するように、常に業界

の情報を集めることを意

識して取り組んでいる。

学生ひとり一人の対応を

さらに強化することが課

題。 

常に業界の変化に対しての

アンテナを張り続けること

が必要で、その方策として、

①業界のオピニオンリーダ

ーとの連携を図る。②校内で

の合同企業説明会等の就職

関連イベントの実施。③企業

訪問により情報収集を行い、

教育に反映させる。また、学

生ひとり一人に合わせた「ス

モールステップ」を意識させ

目標を達成させたい。 

授業計画書（シラバ

ス） 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

2年制・3年制・４年制の修業年限に応じて、学年毎の到達目標や修業年限の中

で確実に到達できる水準を定めている。 教育期間内での到達に関しては、年度

当初に業界が求める人材を反映したカリキュラム・シラバスを作成し、講師や学

生に対して事前に周知することで、授業を通して具体的な取り組みに繋げ、期末

試験等によって達成状況を把握している。 

滋慶学園グループ動物系全学校による「バイオスフェア教育部会」において、全

国規模での業界の動向を把握し、その変化に対応できるように、教育内容（カリ

キュラムの構築、方針･計画、教本･教材等）を変化させ、修業年限内で確実に教

育目標を到達できるように取り組んでいる。 
 
 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 



１８ 
 

3-9 （1/3） 
3-9 教育方法・評価等 
 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-9-1 教育目的・

目標に沿った教

育課程を編成し

ているか 

□教育課程を編成する体制

は、規程等で明確にしてい

るか 

□議事録を作成するなど教

育課程の編成過程を明確に

しているか 

□授業科目の開設におい

て、専門科目、一般科目を適

切に配分しているか 

□授業科目の開設におい

て、必修科目、選択科目を適

切に配分しているか 
□修了に係る授業時数、単
位数を明示しているか 
□授業科目の目標に照ら

し、適切な教育内容を提供

しているか 

□授業科目の目標に照ら

し、講義・演習・実習等、適

切な授業形態を選択してい

るか 

□授業科目の目標に照ら

し、授業内容・授業方法を工

夫するなど学習指導は充実

しているか 

□職業実践教育の視点で、

授業科目内容に応じ、講義・

演習・実習等を適切に配分

しているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 

教育課程を編成する体

制は、校内のみならず、姉

妹校と連携した「バイオ

スフェア教育部会」で行

っており、議事録を作成

し内容は明確になってい

る。科目は、一般科目とし

ての基礎分野、それに専

門分野、特別専門分野に

分かれている。授業時間

数や単位数は、学生便覧

に明示しており、進級・卒

業に必要な単位数は明確

にしている。 
目標に対してその到達

のためのカリキュラムは

業界とともに考え提供し

ており、実習を中心に講

義・演習を行っており、企

業からの課題を「企業プ

ロジェクト」として取り

入れ、基礎技術だけでな

く、業界が必要としてい

る現場力を身につけるた

めの講義・演習・実習を行

っている。 

教育課程を編成するに

は、動物業界の変化に応

じる必要があり、そのた

めに情報収集と各授業の

体系的連携をさらに強化

することが必要である。 
業界の声は、企業に偏

りが生じてしまいがちな

ため、業界との連携を現

状よりももっと幅広く構

築していく必要がある。 
教育部会における教育

課程編成のカリキュラム

会議は各専攻の担当が出

席しているが、通常会議

は、代表が参加しそこで

の情報を学校に持ち帰り

フィードバックしてい

る。担当間の直接の情報

共有でないので、その点

は課題である。 
長い経験のある教員(非
常勤講師)の授業方法につ

いて、受け渡しの授業か

ら「アクティブラーニン

グ」型の学生が能動的な

授業へ移行する必要があ

る。 
 

 

 

 

 

 

 

課題提供や就職関連で

の連携、業界の講師を通

じての情報収集のみなら

ず、教育課程編成委員会

での意見交換を通じ、常

に改善策を構築し実施し

ていく方針である。 
教育部会においては、専

攻別分科会の実施回数を

増やし、より詳細に意見

や情報の交換の機会を設

けていく。 
カリキュラム会議にお

いても、取り組むための

実施期間を充分確保する

ために、姉妹校の協力を

もとに、夏から秋にかけ

ての出来る限り早い時期

に実施し次年度のカリキ

ュラムに改善が反映出来

るように実施する。 
年 2 回の講師会におい

て、「アクティブラーニン

グ」の勉強会を実施する。 

･学生便覧 
･教育指導要領 

 



１９ 
 

3-9 （2/3） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-1続き □職業実践教育の視点で教

育内容・教育方法・教材等工

夫しているか 

□単位制の学科において、

履修科目の登録について適

切な指導を行っているか 

□授業科目について、授業

計画（シラバス・コマシラバ

ス）を作成しているか 

□教育課程は定期的に見直

し改定を行っているか 

 
 
 
 
 
４ 

実践カリキュラムの企業プ

ロジェクトをどの専攻でも

内容・方法・教材を実践的な

内容に添って実施している。 
履修に関しては、必修授業

を基本としており、必要に応

じた履修指導を行っている。 
授業科目は、授業ごとにシ

ラバスやコマシラバスを作

成しそれに基づき授業を行

っている。課程は毎年見直し

を行っている。 

常に変化し続けている

動物業界の人材ニーズに

アンテナを張り、教育内

容や教育方法が合ってい

るかを検証する必要が常

にある。入学時と卒業時

では業界が変化している

こともあり、数年後も見

越したシラバスをたてな

ければならない。 

常に社会や業界の動向に

注力をし続けることが大

切である。その為には、業

界・企業との連携は必要

不可欠であり、講師、業

界、卒業生との定期的な

評価会を行い、その意見

を取り入れて教育課程内

容を見直していく予定で

ある。 

･学生便覧 
･教育指導要領 
･シラバス 

3-9-2 教育課程に

ついて、外部の意

見を反映してい

るか 

□教育課程の編成及び改定

において、在校生・卒業生の

意見聴取や評価を行ってい

るか 

□教育課程の編成及び改定

において、関連する業界・機

関等の意見聴取や評価を行

っているか 

□職業実践教育の効果につ

いて、卒業生・就職先等の意

見聴取や評価を行っている

か 

 
 
 
 
 
 
４ 

教育課程編成委員会を設

立、年間２回委員会を開催

し、業界、卒業生、地域住民、

在校生保護者の意見を取り

入れ教育課程の評価を行っ

ている。 

 

インターンシップで就職先

など業界より評価を頂いて

いる。 

 

卒業生の意見も取り入れて

いる。 

デジタル化が進み、テク

ノロジーの進化によって動

物業界も大きく変わりつつ

ある流れをキャッチアップ

していくためには、さらに

様々な企業と連携を図り新

しい教育課程の編成が必要

となってくる。 

教育課程編成委員会での

ご意見や、新しい取り組

みを行っている企業の意

見を取り入れたカリキュ

ラムを考案していく。卒

業生の声を聞くための機

会を設けるイベントを企

画。 

･授業アンケート 
･業界研修評価表 

3-9-3 キャリア教

育を実施してい

るか 

□キャリア教育の実施にあ

たって、意義・指導方法等に

関する方針を定めているか 
□キャリア教育を行うため
の教育内容・教育方法・教
材等について工夫している
か 
 

 
 
 
 
４ 

業界が求める人間力を高め

キャリア教育を入学時より

行っている。「今日も笑顔で

あいさつを」をスローガンに

毎朝のあいさつ運動をはじ

め、専門教材も用意して授業

も行っている。 

通常授業では知識・技術

の向上を重視してしまい

がちであるため、より実

践的なイベントや研修な

どを通してキャリア教育

の形成が課題である。 

業界が求める人材像

を、キャリア教育の視点

から、わかりやすく明確

な指針を業界関係者等か

らの意見を取り入れて明

確にし、学生に必要性を

理解させて、身につける

ように取り組む。 

･キャリア教育ロー

ドマップ 
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3-9 （3/3） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-3続き □キャリア教育の効果につ

いて卒業生・就職先等の意

見聴取や評価を行っている

か 

 
 
３ 

人間力の評価は、業界で

働いている卒業生や業界関

係者からヒアリングを行い

評価をいただいている。 

さらに多くの卒業生の

声を反映する必要があ

る。 

同窓会での実施や合同企

業説明会等で企業アンケ

ートも実施、及び実際に

企業訪問し意見を聴く。 

 

3-9-4 授業評価を

実施しているか 
□授業評価を実施する体制

を整備しているか 

□学生に対するアンケート

等の実施など、授業評価を

行っているか 

□授業評価の実施におい

て、関連業界等との協力体

制はあるか 

□教員にフィードバックす

る等、授業評価結果を授業

改善に活用しているか 

 
 
 
 
 
 
 
4 

年 2回（前期・後期）、在

校生に対し授業アンケー

トを行っている。授業内

容・講師の指導に関する

こと等学生目線での評価

を行っている。 
この内容は講師にフィ

ードバックされ、よりよ

い授業運営・授業改善に

活用している。また、アン

ケート結果は、学生に対

し公表も行っている。 

アンケート結果の改善

には取り組んでいるが、

あらゆる授業において全

ての項目が 100%満足す

る内容に到達できていな

い現状がある。評価ポイ

ントの向上、授業改善を

さらに細かい部分におい

て行う必要がある。 

現状のアンケート結果の

改善は、講師に対して、学

校の理念や目標を更に共

有していただくことが大

切であるため、学校全体

及び専攻別の講師会等に

おいて、徹底的に意識の

改革を行っていく。 
また、業界に対してのヒ

アリングを学校関係者評

価委員会で実施し、合同

企業説明会等において

も、アンケートを実施す

るなど行っていく。 

 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

入学時から卒業時までの 2年～4年間の過程の中で、学生各自がしっかりとした

卒業時のゴール（養成目的や到達目標）を定められている。また、社会的・職業

的自立を目指し、「動物の仕事を通して社会に貢献できる人材」となるべく、キ

ャリア教育の視点に立った適切なカリキュラムを組み、実践できる教育を行って

いる。 

本校には「実学教育」、「人間教育」、「国際教育」という理念があり、 

社会的自立のために「人間教育」が、職業的自立のために「実学教育」、「国際教

育」がそれぞれ大きく役立っている。 また、「コミュニケーション力」、「プレ

ゼンテーション力」がつくよう、「コミュニケーションスキル」、「プレゼンテー

ション」という科目も設け、積極的に取り組んでいる。 

 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 
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3-10 （1/1） 
3-10 成績評価・単位認定等 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-10-1 成績評価・

修了認定基準を

明確化し、適切に

運用しているか 

□成績評価の基準について、

学則等に規定するなど明確

にし、かつ、学生等に明示し

ているか 
□成績評価の基準を適切に

運用するため、会議等を開く

など客観性・統一性の確保に

取組んでいるか 
□入学前の履修、他の教育機

関の履修の認定について、学

則等に規定し、適切に運用し

ているか 

 
 
 
 
 
 
４ 

成績評価の基準は、学生

便覧に明記されており、入

学時のオリエンテーション

においても説明している。

教員(非常勤講師)からも第

一回目の授業にて説明して

いる。また、教員（非常勤講

師）には、年 2 回実施して

いる講師会を行うことによ

り、成績評価の客観性や統

一性は確保されている。 

また、他の教育機関の履修

の認定は、履修内容を確認

し適切に対応している。 

現在の評価で問題ない

が、現状の評価方法に満

足することなく、学生の

実力を的確に判断でき

る、より良い評価基準は

ないか検討すべきと考え

ている。 

 

バイオスフェア教育部会

と連携し、業界において

信頼できるオピニオンリ

ーダーとすり合わせを行

い、業界が求める人材に

なるための、評価基準を

検討すると共に、学生や

教員（非常勤講師にも分

かりやすい評価を構築す

る。 

 筆記試験以外の評価に

ついては、ルーブリック

評価を取り入れる。 

･学生便覧 
･教育指導要領 
 
客観的な指標の算出

法王（GPA 制度の評

価） 

3-10-2  作品及び

技術等の発表に

おける成果を把

握しているか 

□在校生のコンテスト参加

における受賞状況、研究業績

等を把握しているか 

 
 
４ 

教育の質向上のために、

学校外でのコンテストが

ある専攻においては、積

極的に参加している。 

学校外のコンテストが開

催されていない専攻があ

る。 

学校外にコンテストがな

い専攻は、学内において

教育の質向上を図る成果

発表の取り組みを行う。 

 

 
 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
成績評価・単位認定については、学則に則り、明確な基準を設け、教育指導要領

や学生便覧にも記載している。 また、専任教員、教員（非常勤講師）、学生に

周知徹底している。 

 成績は１００点満点～６０点までを合格（認定）とし、A～C 判定をしている。 

５９点～０点は D判定とし不合格となる。 判定基準は、学生便覧や教育指導要

領に記載し、教員(非常勤講師)には講師会にて、学生には第一回目の各授業にお

いて詳しく説明し、理解してもらっており周知徹底できていると考えている。 

今後も、業界との連携を深め、より良い評価基準を検討するように取り組む。 

 
 
 最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 
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3-11 （1/1） 

3-11 資格・免許取得の指導体制 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-11-1 目標とす

る資格・免許は、

教育課程上で、明

確に位置づけて

いるか 

□取得目標としている資

格・免許の内容・取得の意

義について明確にしている

か 
□資格・免許の取得に関連
する授業科目、特別講座の
開設等について明確にして
いるか 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
４ 

現状として、看護系、ト

リマー系の学生に対して

は、目標とする資格に対

して教員(専任及び非常

勤講師共)からの細かな

指導、集中講義、など特別

枠を開設している。 

動物業界が求める人材

の変化により、求められ

る資格等も変化するの

で、動物業界が求める人

材の動向を常にチェック

しておくことが課題であ

る。 

今後、学生が目指す動

物業界で活躍するために

必要な資格が出てきた場

合は、すぐに対応できる

ように、日頃から情報収

集に努め、迅速な対応を

心掛けておく。 

学習の成果として

取得を目指す資格、

合格を目指す検定

等 

3-11-2 資格・免許

取得の指導体制

はあるか 

□資格・免許の取得につい

て、指導体制を整備してい

るか 
□不合格者及び卒後の指導

体制を整備しているか 

 
 
４ 

各専攻が目指す職種で必

要となる資格がある場合

は、その取得に向け、適切

に指導・支援する体制とな

っている。また、万が一不

合格になった学生に対して

も卒後、在校生の集中講義

等への参加などサポート体

制がある。 

 

動物業界が求める人材を育

成する上で、業界が独自に検

討している検定資格につい

ても常に情報収集し、対応で

きる教育システムを構築す

る。 また、現在民間資格が

なく、学生の質保証の一環で

必要ならば、滋慶学園独自の

資格を検討することも課題

のひとつである。 

現状では、業界が求める

人材育成に必要な資格等

については対応できてい

るが、今後、業界において

必要な資格等が発生した

場合は、卒業生も対象の

サポートも検討してい

く。 

 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生が目指す動物業界では、獣医師免許以外で資格がないと仕事ができない職種

はなく、業務のなかで資格が必要になる場合もあるという程度であるが、動物看

護師は、愛玩動物看護師国家資格試験があるため、国家試験に対応した指導を行

うなど、支援体制は整っている 

資格は業務に必要ではなくても、就職に有利になる傾向があるので、検定 ＝ 

学生の質の保証書と考え、ＥＣＯアニマルコーディネーター検定やＥＣＯグルー

ミング検定など、オリジナルの検定に取り組むと共に、動物看護師・ＪＫＣトリ

マーＣ級ライセンスなども積極的に取得するように指導している。 

 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 
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3-12 （1/2） 
3-12 教員・教員組織 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-1 資格・要件

を備えた教員を

確保しているか 

□授業科目を担当するため、

教員に求める能力・資質等を

明確にしているか 
□授業科目を担当するため、

教員に求める必要な資格等

を明示し、確認しているか 
□教員の知識・技術・技能レ

ベルは、関連業界等のレベル

に適合しているか 
□教員採用等人材確保にお

いて、関連業界等との連携を

しているか 
□教員の採用計画・配置計画

を定めているか 
□専任・兼任（非常勤）、年齢

構成、男女比など教員構成を

明示しているか 
□教員の募集、採用手続、昇

格措置等について規程等で

明確に定めているか 
□教員一人当たりの授業時

数、学生数等を把握している

か 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 

本校の理念、教育目標等

を充分理解し、専門力と

人間力を兼ね備えた人材

を教員（非常勤講師）とし

て確保し、教育レベルを

上げるため、研修会や講

師会を実施している。 

 

また、教員（非常勤講師）

の人材確保においては、

毎年カリキュラムの見直

しに対応できるように、

業界の協力のもと人材を

確保している。 

 

専任教員に関しては、募

集、採用、昇格等は就業規

則で定められており、明

確にされている。 

 

また、専任教員それぞれ

の学生数やクラス状況等

は、管理、把握されてお

り、iPad による出席管理

システムの導入により、

随時確認することができ

る。 

多くの教員（非常勤講師）

が講師経験も長く、本校

の「建学の理念」や「4つ
の信頼」を理解して授業

に臨んでいただいている

が、講師経験が浅い教員

（非常勤講師）や業界で

活躍する卒業生の教員

（非常勤講師）も増えて

おり、経験年数が少ない

ために、授業の質におい

てばらつきがある。  
 
このことは、専任教員に

おいても経験年数が異な

るために、指導能力にお

いてもばらつきがある。 
  
 

教員（非常勤講師）の経験

年数によって、授業内容

にばらつきがないよう

に、講師会での勉強会を

始めベテランの教員（非

常勤講師）による、教授法

について教えてもらうな

どフォローを行う。 
 
また、若手の専任教員に

対しては、ベテランの専

任教員による勉強会や、

教務責任者が週 1 回個別
面談を実施し、学生への

指導についてのアドバイ

スを行う。 
  

実務経験のある教

員等による授業科

目の一覧表 

 
 

3-12 （2/2） 
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-2  教員の資

質向上への取組

みを行っている

か 

□教員の専門性、教授力を把

握・評価しているか 

□教員の資質向上のための

研修計画を定め、適切に運用

しているか 

□関連業界等との連携によ

る教員の研修・研究に取組ん

でいるか 

□教員の研究活動・自己啓発

への支援など教員のキャリ

ア開発を支援しているか 

 
 
 
 
 
４ 

教員（非常勤講師）を対

象とした講師研修会を、

毎年度2月に行ってお

り、講師会も年2回(春･

夏)実施している。 ま

た、学生を主体的に学ば

せるために、アクティブ

ラーニングの勉強会も実

施し、教授法のレベルア

ップを図っている。 

業界のプロとして実績

ある方が、教員（非常勤講

師）として、より良い教育

者であるとは限らないの

で、業界のプロではなく、

「教育のプロ」になると

いう意識をもってもらう

のが課題である。ベテラ

ン教員(非常勤講師)の新

しい授業形態への移行も

課題である。 

 業界のプロではなく、

教育のプロになるという

意識をもってもらうため

には、伝える技術を学ぶ

必要があるので、授業の

構成、教授法などを学ぶ

機会を講師会等で作り、

教育の質向上を図る。 

 

3-12-3  教員の組

織体制を整備し

ているか 

□分野毎に必要な教員体制

を整備しているか 

□教員組織における業務分

担・責任体制は、規程等で明

確に定めているか 

□学科毎に授業科目担当教

員間で連携・協力体制を構築

しているか 

□授業内容・教育方法の改善

に関する組織的な取組があ

るか 
□専任・兼任（非常勤）教
員間の連携・協力体制を構
築しているか 

 
 
 
 
 
 
 
４ 

分野毎に専任教職員と

教員（非常勤講師）が配置

され、それぞれの役割は

分けられており、業務分

担は明確である。  
 
専攻別に講師会を開催

しており、連携体制を作

っている。 
 
姉妹校とのバイオスフ

ェア教育部会において改

善の取り組みが行われて

いる。 

講師会での意見交換や

目的・目標の共有、カリキ

ュラムの連携は図られて

はいるが、同じ科目を行

っている講師や、関連す

る科目を行っている講師

の、横の連携を図るのが

難しいのが課題である。  

教員（非常勤講師）が学校

で授業を行うのは、少な

い方は週 1回ほどで、 

教員（非常勤講師）間のつ

ながりが希薄であるの

で、専任教員がコーディ

ネート役となり、相互の 

教員（非常勤講師）間の橋

渡しを行い、より質の高

い教育ができる環境を整

える。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
本校では、基本的に専任教員は学科・専攻のマネジメント、学生指導に専念 

し、授業は業界人である教員（非常勤講師）が行っている。そのため、教員（非

常勤講師）の採用には力を入れており、専門力（技術・知識）だけではなく、人

間力の部分においても高いレベルの指導ができる人材を講師として採用してい

る。 

教員（非常勤講師）の採用は、専任教員からの推薦で、教務責任者である教務部

長の面接を経て、最終、学校運営責任者である事務局長の許可を得て決定してい

る。 特に、業界の第一線で活躍し、本校の建学の理念や4つの信頼を理解し、

共有できる人材を確保するように行っている。 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 



２５ 
 

 

基準４ 学修成果 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
教育成果は、養成目的や目標達成の努力の結果であ

り、本校では、卒業が目的ではなく在校生の専門分野

への全員就職と、退学者０名を教育成果の最終目標と

して学校運営を行っている。 

 

 就職では、開校以来、就職率（就職者／就職希望者）

100％を達成しているが今年度は新型コロナウィルス

の影響により求人数の減少、就職活動が思うように進

まなかったことにより、現在も若干名の卒業生が就職

活動中。 

 

 退学率では、開校以来、様々な取り組みの努力を重

ねた結果、令和 3 年度は 5.7％（全体退学率）という

結果となった。現在さらに低減するために、クラスの

出席状況や授業の進捗状況を共有するための会議を毎

週開催している。 

今後も学生ひとり一人に対しての徹底したフォロー、

カリキュラムの工夫、担任力の強化やその他の職員と

の連携、学生カウンセリングの強化等々を実施し、退

学率０％達成に向け、努力していく。 

専門職就職率を高めるため、就職ガイダンスの内容

の適時変更改良を重ね、全体的な仕掛けに加えて、就

職希望者を対象に、キャリアセンター担当者との面談

回数を増やしていく。また学生ひとり一人の希望を汲

みながら受験希望企業の確認を行っていく。この結果

ミスマッチを防ぐとともに専門職就職への意識付けに

繫がる。加えて離職率を減少させるために、業界研修

の参加を促す。 

就職対象率向上については、1 年次より専門職就職

を意識させるため、年に数回外部講師を招聘しての特

別講義や OBOG による就職セミナーを実施し、業界動向

や求められる人物像を伝え明確な将来像を描けるよう

にしていく。 

加えて学内での合同企業説明会、単独企業説明会に 1

年次より参加させることで、就職活動にどう取り組ん

でいくかを考えさせる。 

WEB を活用したコロナ禍での就職活動を積極的に行っ

ていける体制作りをしていく。 

 

 

 

 

教育成果の１つである就職は、専門就職率の向上を

目指して取り組んでいるが、年々在校生の各分野への

興味も多様化していること、奨学金貸与学生の増加な

どを受け、幅広い求人情報の提供に向け、力を入れて

いくとともに、学生ひとり一人の現状を踏まえ、求人

内容まで踏み込んだ支援を行っている。 

 

 退学率では、「将来の明確性が低い」、「持久性が低

い」、「人間関係の不全性が高い」学生などが増えて来

ており、その対応に苦慮する面も多々あるが、社会人

となるための基本である「働く意義」の理解や、基礎

学力の習得、スクールカウンセラーとの連携などこれ

までとは異なる取り組みを行い、最終目標である０％

に向け、さらなる努力を重ねたい。 

 

 本校では、学生が目標を達成できるように、保護者

寮、教員(非常勤講師)も含めた三位一体での支援体制

の構築に力を入れている。 

  

 

 最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者  生野 祐二 



２６ 
 

 
4-13 （1/1） 

4-13 就職率 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-13-1 就職率の

向上が図られて

いるか 

□就職率に関する目標設定

はあるか 
□学生の就職活動を把握し

ているか 
□専門分野と関連する業界

等への就職状況を把握して

いるか 
□関連する企業等と共催で

「就職セミナー」を行うな

ど、就職に関し関連業界等

と連携しているか 
□就職率等のデータについ

て適切に管理しているか 

 
 
 
 
 
4 

本校では、専門分野での就

職を第一に考え、専門職へ

の就職率の向上を目標とし

ている。就職対象者の就職

率 100％を目標とし、毎年達

成しているが、第一専門職

への就職率の向上と、就職

対象率の更なる向上が求め

られている。また定期的に

就職セミナーを実施し、業

界と連携した就職支援を行

うとともに、学生ひとり一

人の就職活動を把握し支援

するようにしている。 

定期的に離職に関する調査

を実施し管理している。 

第一専門職への就職率

の向上と、就職対象率の

向上を目指す必要があ

る。そのために急増して

いる働くことへの不安

が大きい学生の支援を

関係機関と連携し行っ

ていく。今年度はコロナ

ウィルスの影響を受け、

求人数減少や就職活動

が思うようにいかず現

在就職活動中の卒業生

も若干名いる。 

今後も就職支援を継続

するとともに、次年度の

就職対象率９、専門就職

率向上に向けコロナ禍

のサポート体制や WEBを

活用したオンライン企

業説明会なども積極的

に取り入れ就職支援を

行っていく。 

主な就職先 

 
 
 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
本校では毎年、就職率（希望者数／対象者数）は１００％を達成しているが、専

門就職率の向上を目的としており、専門分野での就職ができているかを含め、そ

の向上を第一目標としている。また多様化している専門職に加え、学生の希望に

応じた求人情報の提供にも力を入れている。加えて専門分野以外の就職希望に対

しても、関係機関とも連携し支援している。 

通常授業での取り組みのみならず、各種就職イベントを実施し、学生の専門知識・

技術に磨きを掛けると共に、モチベーションを上げる指導をした成果として、就

職希望者の就職率が１００％を達成していると思われる。また業界研修を通して

の就職決定するケースが多い。業界の特徴として定期採用だけでなく、不定期採

用も多くある。職種によっては早期就職を求められるケースもある。 

 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 



２７ 
 

4-14 （1/1） 
4-14 資格・免許の取得率 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-14-1 資格・免許

の取得率の向上

が図られている

か 

□資格・免許取得率に関す
る目標設定はあるか 
□特別講座、セミナーの開

講等授業を補完する学習支

援の取組はあるか 

□合格実績、合格率、全国

水準との比較など行ってい

るか 

□指導方法と合格実績との

関連性を確認し、指導方法

の改善を行っているか 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

動物看護師を目指す学生は

動物看護師統一認定試験の

合格を目標とし、トリマー

を目指す学生はトリマーの

ライセンス資格を目標とし

ている。両資格ともに全員

合格のために常に指導の改

善 を 行 っ て い る 。    

海洋系専攻学生は目指す業

界に応じて、潜水士等の資

格やその他の資格・免許に

おいても授業や特別講座や

セミナーを実施し、合格へ

と繋げている。 

 

学生が目指す動物業界

では、必要な資格が少な

く、専攻単位で取り組ん

でいるケースが多い。  

 

取得率は安定して推移

している。 

課題としてはさらに取

得率を上げていくこと

と新たな資格取得に向

けて情報を収集し、取り

入れることも検討して

いく必要がある。 

業界より意見を聞き、必

要優遇される、資格、ラ

イセンスを確認すると

ともに、情報収集を行

う。 

ECO アニマルコーディネ

ータ―検定などオリジ

ナルの検定にも取り組

んでいる。 

合格率をさらに上げて

いくために、業界と連携

した特別講義やセミナ

ーを開催していく。 

学習の成果として取得を目

指す資格、合格を目指す資

格 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

ECO系学生が就職を目指す業界では、業務を行う上で、必要な資格等があるため、

積極的に学生指導（支援）しているが、今後も必要に応じて多様化に対応してい

く。また特別講義やセミナーを状況に応じて取り組み取得率の向上を図ってい

る。 

 

（社）ジャパンケネルクラブが認定する協力校となっている。 そのために、協

力校となりうる基準をクリアする施設・設備、カリキュラムで対応し、学生を支

援している。卒業後も支援の継続を実施している。 

また愛玩動物看護師の国家試験対策を用意し、独自の教育システムで合格をサポ

ートしている。 

 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 



２８ 
 

4-15 （1/1） 
4-15 卒業生の社会的評価 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-15-1 卒業生の社

会的評価を把握し

ているか 

□卒業生の就職先の企業・

施設・機関等を訪問するな

どして卒後の実態を調査

等で把握しているか 

□卒業生のコンテスト参

加における受賞状況、研究

業績等を把握しているか 

  

 

 

４ 

 

卒業生の活躍はキャリアセ

ンターを中心に、担任と連

携することで学校として把

握し、学校案内書等に掲載

している。また定期的な企

業訪問を実施し、卒業生の

活躍を把握するとともに、

広報の取材も実施し、課題

改善に取り組んでいる。 

離職率を減らすための

取組み強化と卒業生の

現状の把握を企業と連

携し、さらに構築するこ

と。 

定期的に卒業生へ連絡

し就労状況の把握を行

うとともに就職先との

交流を深め、状況把握に

努める。 

同窓会の活用を行う。 

適時に卒業生のための

セミナーを実施。 

学校ホームページ 

メインパンフレット 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

卒業生の社会的活躍・評価は、本校の教育成果そのものであり、在校生の専門分

野への全員就職と、退学者０名を教育成果の最終目標として学校運営を行ってい

る。 

 

全国展開をしている企業のマネージャーを勤めるなど、マネジメントができる卒

業生が活躍しており、養成目的や教育目標を達成している結果であると考えてい

る。また業界のトップとして活躍できる人材育成にも力を入れていく。姉妹校を

含め多くの動物園、水族館等施設で卒業生が活躍しているが、今後施設の中心と

して成長がより望まれる。またオーナーとして活躍する卒業生も増えている。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 



２９ 
 

基準５ 学生支援 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
本校では、学生が目標を達成できるように、専門性、社会

性を高めていくための物心両面の環境を整備していくこと

で支援に繋がると考える。しかし、支援はあくまでも支援で

ある。例えば、健康の維持は学業目標達成には欠かせない事

項であり、本校でも健康診断にとどまらず、多くの支援体制

を築き上げているが、学生本人が健康管理についての自覚を

持たない場合、支援は効果がない。それゆえ、学生支援はま

ず学生の自立的行動を促すことから始めている。また入学直

後のオリエンテーションから継続的、定期的に特別講義を実

施している。 

 学生支援には、①就職 ②学費 ③学生生活 ④健康など

の分野で行っているが、それぞれの分野で対応できる担当部

署及び担当者を置いている。 

 ①就職については、専門部署であるキャリアセンターを設

置し、担任との強い連携をとりながら、就職の相談、斡旋、

面接他各種指導などの支援をしている。 

 ②学費については、相談窓口として事務局会計課を置き、

提供できる学費面でのサービスをアドバイスするファイナ

ンシャルアドバイザーにより支援している。 

 ③学生生活については、担任により行うが、それ以外にも 

キャリアセンターや教務事務、広報スタッフを含む全職員が

連携して支援している。また滋慶トータルサポートセンター

が運営するJTSCという悩みや相談を受ける専門部署を置き、

支援している。 

 ④健康については、滋慶学園グループのクリニックである

慶生会クリニック福岡が担当し、在学中の健康管理を支援し

ている。 

 また、学生の課外活動であるサークル・クラブ活動（運動

系、動物系、音楽文化系）があり、学校が年間予算を計上し、

担当者を配置して支援し、学生満足度アップに貢献してい

る。 

 

担任からの定期的な告知に加えて、入学直後のオリエ

ンテーションからスタートし、あらゆる場面での紹介、

学内掲示版等使用することで、幅広くあらゆる支援制

度があることを告知していくことにより、さらに安心

で安全な学校生活が送れる環境があることを周知して

いく。 

また、各サポートを実施していくにあたり、個別対応

できるよう、専用の相談室を設け、学生が相談しやす

い環境を整備していく。 

 

就職支援に関しては、キャリアセンタースタッフが、

定期的に、全体ガイダンス、就職イベント、各クラス

の授業に入り、就職活動状況の把握を行い適切なアド

バイスを随時行っているが、さらに時期や回数などの

方策を検討。ただし何よりも重要な支援は学生ひとり

一人の状況をしっかりサポートしていくことだと考え

ている。そのために個別面談に時間を費やすようにし

ている。 

そうすることにより、各学生の動向をしっかり把握す

ることができ、就職活動の方法がわからない学生が 

いたとしても、随時アドバイスをすることができる。 

また悩みを抱えている学生に対して学校職員だけでな

く、関係機関との連携により支援している。 

 

「就職」は学生が目標を達成し、業界で活躍するため

の最重要事項であり、本校では非常に力を入れており、

キャリアセンターという専門部署を置き、専任のスタ

ッフを配置している。 

キャリアセンターは、業界現場での実践研修である

「業界研修」の指導から、個別相談、就職対策講座、

就職支援イベント開催、就職斡旋等々、就職に関する

あらゆる支援を行っている。また新規求人獲得に向け

て業界と連携を取りながら企業訪問を実施し、学生に

提供している。加えて求人情報等を学生が自宅の携帯

やパソコンでも閲覧できる就職支援システム「サクセ

スナビ」、一斉メールなどシステムの構築をし、迅速な

対応ができるように支援している。(姉妹校と連携し求

人情報共有) このような支援体制の結果、就職率（就

職者／就職希望者）は１００％を達成している。 

 「就職」と並ぶ重要項目である、「教育」については、

教育環境を整備し、成果を上げている。 

即戦力となる人材を育成するための施設・設備、機材

等々を完備し、また業界ニーズとブレのないカリキュ

ラムの構築、業界第一線で活躍する講師陣による授業

など、オンリーワンを目指す学校として十二分な体制

を確立している。 

学校には動物系総合専門学校の特色を生かし、5 つの

クラブ活動があり（小動物飼育クラブ、犬飼育クラブ、

アクアクラブ、猫飼育クラブ、動物愛護クラブ）、専攻

にとらわれず、横断的な仲間作りの場として、何より

就職活動において幅広い知見の習得に大きく貢献して

いる。 

 
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 



３０ 
 

5-16 （1/1） 
5-16 就職等進路 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-16-1 就職等進

路に関する支援

組織体制を整備

しているか 

□就職など進路支援のため

の組織体制を整備している

か 
□担任教員と就職部門の連

携など学内における連携体

制を整備しているか 
□学生の就職活動の状況を

学内で共有しているか 
□関連する業界等と就職に

関する連携体制を構築して

いるか 
□就職説明会等を開催して

いるか 
□履歴書の書き方、面接の

受け方など具体的な就職指

導に関するセミナー・講座

を開講しているか 
□就職に関する個別の相談

に適切に応じているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

就職担当として、専任の

キャリアセンタースタッ

フを置き、学科担任と連

携を取りながら、就職支

援を行う。就職活動の状

況は毎週の会議で学科担

任へ報告し情報の共有を

行う。また業界と連携し、

多くの学生が業界研修を

経験し、就職出陣式や校

内合同企業説明会も開催

している。 

キャリアセンタースタッ

フ、学科担任による就職

対象者全員に個別面談の

実施、履歴書記入等の指

導、定期的な就職セミナ

ー実施し、ミスマッチを

防ぐ効果も大きい。 

在校生に対する就職支

援は全く問題ないが、

年々学生の能力におい

て個人差が激しくなっ

ており、個々に合った支

援がより必要となる。 

また精神面の不安定要

因を抱える学生の対応

や最近増加している奨

学金貸与学生、離職の問

題を抱える卒業生に対

する支援強化の必要が

ある。学生においては、

ストレス耐性が弱い層

の増加が見られ、職業観

を含め、幅広い指導が必

要である。面接時の PR力

に欠ける学生が多いの

でその対策も課題。 

 

1 年次から卒年次へと具

体的な年間スケジュー

ルを立て、年２回の合同

企業説明会の実施や優

良重点企業への学内採

用面接会の実施し、学生

支援をしている。また定

期的な就職ガイダンス

を実施している。 

履歴書コンテストの実

施、業界研修、就職受験

に必要な応募書類（履歴

書、ポートフォリオ、課

題作文等）の徹底した添

削指導を実施している。 

また奨学金貸与者を把

握するなど、ひとり一人

をしっかり支援してい

く。 

キャリアセンター 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校では、専攻を生かした、専門職種への就職を第一に考え、就職の専門部署で

あるキャリアセンターを設け、専門スタッフが個別指導から就職イベント開催ま

であらゆる就職支援を行っている。また、インターネットによる求人アクセスや

情報のメール送信、自己アピール・ツールの一つとしてポートフォリオの作成ま

で、情報やノウハウ体制の確立を行っている。 

本校独自の就職支援システムである「サクセスナビ」を開発したり、多くの企業

を校内へ招聘する「校内合同企業説明会」などの就職イベントを開催したり、ま

た、業界研修指導まで、学生のためのあらゆる支援として、キャリアセンターが

独特な活動を行っている。加えて新規求人獲得のため企業訪問を行う他、姉妹校

と連携し、求人情報の共有やインターンシップ先の情報交換などで連携してい

る。 

 
 

 
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 
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5-17 （1/1） 

5-17 中途退学への対応 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-17-1 退学率の

低減が図られて

いるか 

□中途退学の要因、傾向、
各学年における退学者数等
を把握しているか 
□指導経過記録を適切に保

存しているか 

□中途退学の低減に向けた

学内における連携体制はあ

るか 

□退学に結びつきやすい、

心理面、学習面での特別指

導体制はあるか 

 

 

 

 

 

4 

専任教員は、日々クラス

の出席状況や授業の進捗

を、教員（非常勤講師）と

共有すると共に、中途退学

を防止するための会議を

月二回開催している。 会

議の中で、不安のある学生

の情報を専任教員間で共

有し、ベテラン専任教員と

若手専任教員が連携して

対策を話し合い、議事録に

のこしている。 また、精

神的に問題を抱える学生

への対応は、専属のスクー

ルカウンセラーによる相

談室を用意している。 学

習面では、学生個々の状況

に合せて対応している。 

退学要因は、精神的な病

を抱えた学生や、学習意

欲の低下した学生、経済

的な問題を抱えた学生、

低学力により授業につい

て行けないなど、学生に

よって様々である。  
 
その多様化している要

因の中で、同じ要因でも

学生個々に状況が違うの

で、上手く対応できる場

合と、そうではない場合

もあり、それが課題であ

る。 

中途退学の軽減は、専任教

員と、ひとり一人の学生と

の信頼関係が大きなウエ

イトをしめるため、常日頃

から学生と関わり、学生を

知ることが非常に大切だ

と考える。 
 
学生の入学前の、来校時の

面談記録や、高校時代の調

査書、学籍簿の家庭環境な

ど、学生の状況を把握し、

JESC サポートアンケー

ト等の客観的な資料を活

用し、会議においても全体

だけではなく、専攻･分野

ごとに行いより深い話し

合いを行っていく必要が

ある。 

 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

毎年、入学者目標と退学者目標を設定し、目標の達成度合いを確認・管理

しているので、各年度の数字は明確になっている。 学生の満足度を上げ

るためのサポートを常に考え、教務会議で専任教員が問題を抱える学生を

共有すると共に、外部スクールカウンセラーの協力も得ている。 

学生の状況を、教務・キャリアセンター・事務職員で共有し、JESC サポート

アンケートを活用して、対応を考える教務会議を毎週行うなど、ひとり一人

に応じた対応策を講じると共に、外部スクールカウンセラーと連携を図り、

退学率減少に取り組んでいる。 

 
 最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者  生野 祐二 
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5-18 （1/2） 
5-18 学生相談 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-18-1 学生相談

に関する体制を

整備しているか 

□専任カウンセラーの配置

等相談に関する組織体制を

整備しているか 

□相談室の設置など相談に

関する環境整備を行ってい

るか 

□学生に対して、相談室の

利用に関する案内を行って

いるか 

□相談記録を適切に保存し

ているか 

□関連医療機関等との連携

はあるか 

□卒業生からの相談につい

て、適切に対応しているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
４ 

学生相談室（滋慶トータ

ルサポートセンター）を設

置し、専属スクールカウン

セラーが学生の悩みや相

談を受け付け対応する体

制を整えており、学生に対

しても入学時のオリエン

テーションにおいて、利用

法などの案内を行ってい

る。 また校内にポスター

も掲示している。 相談内

容は守秘義務で保持され

ているが、学生の状況に応

じて、学生相談室と連携を

とり、医療機関へつないで

いる。 卒業生の就職・転

職相談は、随時対応できる

体制を整えている。 

滋慶トータルサポー

トセンターのスクール

カウンセラーと上手く

連携が取れていけば、学

生の悩みを解決するこ

とが出来るが、学生が 

スクールカウンセラー

との面談を希望せず、引

きこもってしまった場

合に、担任の力では学生

の心の悩みを解決する

ことが出来ず、中途退学

につながるケースがあ

ることが課題である。 
 
 

滋慶トータルサポート

センターのスクールカ

ウンセラーにつなぐ場

合に、担任から面談をう

ながしても、担任との信

頼関係が構築されてい

ないと、拒否される場合

が多いので、4 月に入学

してこの先生（担任）な

ら大丈夫だという信頼

関係を結ぶための、声掛

け等学生との接点を増

やし、担任はあなたのこ

とを気に掛けていると

いうサインを学生に送

り続けることが大切で

ある。 

滋慶トータルサポート

センター 

5-18-2 留学生に

対する相談体制

を整備している

か 

□留学生の相談等に対応す

る担当の教職員を配置して

いるか 

□留学生に対して在籍管理

等生活指導を適切に行って

いるか 

□留学生に対し、就職・進

学等卒業後の進路に関する

指導・支援を適切に行って

いるか 
□留学生に関する指導記録
を適切に保存しているか 
 

 
 
 
 
 
 
４ 

学校に留学生対応の担

当スタッフを置き、在籍

管理やビザの更新等や生

活のサポートを行ってい

る。また、滋慶学園福岡

としても統括するスタッ

フを置くなどして、担任

と就職担当のみならず多

くの専任教員が、就職や

進学御指導を適切に指

導・支援を行っている。 

留学生の悩みは、学業

のこと、福岡での生活こ

と、就職に関わる就労ビ

ザの取得が出来るかな

ど、相談内容が多岐にわ

たるので、留学生の悩み

に合せて、個々に丁寧に

対応する必要がある。 

留学生の悩みは、担任が

一人で抱え込むことがな

いように、滋慶学園福岡全

体で対応することが必要

である。また、留学生同士

の交流のため、年に数回留

学生イベントを開催する。 

また、外部の滋慶トータル

サポートセンター、福岡県

国際交流センター、福岡県

留学生サポートセンター

などを活用しながら、対応

していく。 

留学生支援 
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5-18 （2/2） 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生の相談については、基本的なものは担任が行うが、担任にも相談できない

悩みは、滋慶トータルサポートセンターが運営するSSC（スチューデント・サー

ビス・センター）という部署を設け、その解決にあたっている。また、専属の

スクールカウンセラーには、担任が抱える問題も相談できるようにしており、

担任のフォローも行っている。 

本校では、担任・キャリアセンタースタッフ・滋慶トータルサポートセンターが

綿密に連携し、日本人在校生、留学生分け隔てなく、教科指導、生活指導、進路

指導にあたっている。 

 
 

  最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 



３４ 
 

5-19 （1/2） 
5-19 学生生活 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-1 学生の経

済的側面に対す

る支援体制を整

備しているか 

□学校独自の奨学金制度を
整備しているか 
□大規模災害発生時及び家
計急変時等に対応する支援
制度を整備しているか 
□学費の減免、分割納付制
度を整備しているか 
□公的支援制度も含めた経
済的支援制度に関する相談
に適切に対応しているか 
□全ての経済的支援制度の
利用について学生・保護者
に十分情報提供しているか 
□全ての経済的支援制度の
利用について実績を把握し
ているか 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

学生支援機構の奨学金

のほか、学園グループ

独自の奨学金として、

「滋慶奨学金」を用意

している、また「学費サ

ポートプランのご案

内」の冊子を作成する

と共に、学内に学費担

当・奨学金担当を置き

ひとり一人の相談に乗

れる体制を整えてい

る。 

制度そのものの案内

は充分にできている

が、採用者情報などは

特に重要な個人情報の

ため、データの管理に

は、充分な注意を要す

る。 
また、奨学金や教育

ローンの返済が滞る

と、学生のこれからの

人生において大きな支

障になってくるので、

制度の理解を含めて、

返済の為の支援を行な

う。 

卒後の未返還者の発生

をできるだけ少なくす

る為に、学生に対する

返還勉強会として、マ

ネープランの研修を行

なう。 

また、担任が学生から

の個人的な相談に充分

応じていけるように、

FA 研修を強化してい

く。 

学費サポート資料 
 
奨学金、教育ローン案

内等 
 
高等教育の修学支援新

制度 
 

5-19-2 学生の健

康管理を行う体

制を整備してい

るか 

□学校保健計画を定めてい
るか 
□学校医を選任しているか 
□保健室を整備し専門職員
を配置しているか 
□定期健康診断を実施して
記録を保存しているか 
□有所見者の再健診につい
て適切に対応しているか 
 

 

 

 

 

４ 

校医や保健室、健康診

断や再検診など、学生

の健康管理は充分に配

慮しており、学園グル

ープ内の慶生会クリニ

ックとの提携を含め、

整備は充分と思われ

る。 

環境の整備は充分で

あるが、学生の中には

健康診断の受診や再診

に臨まない学生がお

り、如何に受診率を上

げるかが重要。 

掲示板やホームルーム

を通じての案内の強化

を図ることと、保護者

への協力を仰ぐ。 

・慶生会クリニック案

内パンフレット 
 
健康管理 

 



３５ 
 

5-19 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-2 続き □健康に関する啓発及び教
育を行っているか 
□心身の健康相談に対応す
る専門職員を配置している
か 
□近隣の医療機関との連携
はあるか 

 

 

 

例えば喫煙による健

康被害のポスター掲示

なども、行なっている。 

 
上記 

 
上記 

 
 

5-19-3 学生寮の

設置など生活環

境支援体制を整

備しているか 

□遠隔地から就学する学

生のための寮を整備して

いるか 
□学生寮の管理体制、委

託業務、生活指導体制等

は明確になっているか 
□学生寮の数、利用人員、

充足状況は、明確になっ

ているか 

 
 
 
 
４ 

グループ企業のジケ

イスペース㈱により、

専用寮を運営・管理し

ており、学生指導をは

じめ、利用状況や充足

数などの情報も明確に

なっている。 

学生及び保護者から

費用が高額であるとの

意見が多く、全室埋ま

らない寮がある。 

設備やサポートを含め

て、費用以上の価値を

もっと伝えていく事が

重要。 

・寮案内冊子 
・メインパンフレット 

5-19-4 課外活動

に対する支援体

制を整備してい

るか 

□クラブ活動等の団体の

活動状況を把握している

か 
□大会への引率、補助金

の交付等具体的な支援を

行っているか 
□大会成績など実績を把

握しているか 

 
 
 
 
４ 

福岡の姉妹校合同でクラ

ブ活動に取り組んでおり、

予算管理から引率や大会へ

の参加や年間の成績管理な

どクラブ活動担当者により

行われている。今年度は運

動部がコロナの影響で活動

中止。 

動物系クラブは本校運営

を行っています。運動部は

参加人数が少ない。クラブ

よりも縛りの緩い同行会や

サークルのような組織作り

も課題。 

学校独自のクラブ活動の支

援を行う。 
 

・メインパンフレット 

課外活動（クラブ活動） 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

授業や実習だけではなく、学生の生活全般のサポートは重要であり、経済的

な支援、生活環境の支援、課外活動支援、そして健康面での支援と全般的に

支援体制は整っている。 

健康面をサポートする慶生会クリニックは、歯科、内科の２科目の受診が可

能なクリニックで、年に 1 度の健康診断も行っている。また産業カウンセラ

ーによる支援体制も充実している。 

                            
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 
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5-20 （1/1） 
5-20 保護者との連携 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-20-1 保護者と

の連携体制を構

築しているか 

□保護者会の開催等、学校

の教育活動に関する情報提

供を適切に行っているか 
□個人面談等の機会を保護

者に提供し、面談記録を適

切に保存しているか 
□学力不足、心理面等の問

題解決にあたって、保護者

と適切に連携しているか 
□緊急時の連絡体制を確保

しているか 

 
 
 
 
 
 
４ 

毎年、新入生及び卒業年

度生の保護者を対象とし

た、保護者会を開催してい

る。各学期末における成績

評価の説明に加え、授業出

席・学校生活状況、進路就

職活動など、家族の応援を

もとにした就職意欲向上

による早期内定獲得にご

理解をいただけることを

目指している。  

また、就職保護者会を 

1 年次の終わりに開催

し、保護者に業界の現状、

就職活動方法から家庭に

おける支援の方法など、学

校のサポートを説明し、家

庭との連携を深めている。 

 
保護者会・個別面談会に

は、問題を抱えている学

生の保護者に参加してい

ただくことが課題。 

 成績評価、授業出席、

学校生活状況、進路就職

活動など、問題のある学

生の保護者ほど、保護者

会に参加いただけてい

ない傾向にあるので、3
日続けて欠席が続く学生

や言動が気になる学生は、

随時保護者に電話連絡、

手紙を出すなどして、個

別対応を積極的に行い、
学生の状況を共有する 
 
また、出身高校の担任も

しくは進路指導の先生に

連絡を取り、高校時代の対

応を参考にして、指導を行

う。 

 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生の夢を叶えるためには、保護者との連携が重要である。 本校では、建学の

理念を具現化するものとして、4つの信頼というコンセプトを掲げているが、「学

生・保護者からの信頼」として、保護者の信頼を得ることもその一つであり、そ

のためには適切な連携を図ることを重視している。 

担任は、1 年次生は 11 月、進級生や卒業年次生は 5 月に保護者会の実施してお

り、丁寧に学生状況の伝達に努めているが、学生において気がかりな問題点が見

つかった場合は、随時保護者と連絡を取るようにし、保護者の協力を得ながら問

題解決に取り組んでいる。また、就職保護者会を実施し、業界と本校の就職サポ

ートを理解して頂けるようにしている。 
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5-20 （1/1） 
  
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 
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5-21 （1/2） 
5-21 卒業生・社会人 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-21-1 卒業生へ

の支援体制を整

備しているか 

□同窓会を組織し、活動状

況を把握しているか 

□再就職、キャリアアップ

等について卒後の相談に適

切に対応しているか 

□卒業後のキャリアアップ

のための講座等を開講して

いるか 

□卒業後の研究活動に対す

る支援を行っているか 

 
 
 
 
４ 

卒後の再就職の支援に

力を入れている。学校ホ

ームページやメール等を

通して、学校で直接支援

継続している。また同窓

会を組織し、年に一度、

卒業生の動向や業界の情

報収集とキャリアアップ

セミナーのために同窓会

総会を開催している。 

毎年同窓会を開催し

ているが、職種によって

適切な開催時期が異な

るため、継続して参加し

てもらうための仕掛け

が必要である。卒後の相

談については、キャリア

アップセミナーを含め、

さらに適切な内容の検

討が必要。 

同窓会の案内の手法を

往復ハガキという手段

ではなく、インターネッ

ト等で、同窓会システム

を構築し、それを有効活

用するなど、様々な手段

を実行しているが、さら

に取組みを強化してい

く。また卒業生職員を中

心とした体制を整備。 

同窓会名簿 
卒業生就職登録票 

5-21-2 産学連携

による卒業後の

再教育プログラ

ムの開発・実施に

取組んでいるか 
  

□関連業界・職能団体等と

再教育プログラムについて

共同開発等を行っているか 

□学会・研究会活動におい

て、関連業界等と連携・協

力を行っているか 

 
 
 
4 

関連業界等と再教育プ

ログラムについて、定期

的に会議を行っている。 

指摘された課題等は、

プログラム再構築をはか

り、改善している。 

関連業界からの情報やニ

ーズ、アドバイスなどを速

やかにかつ的確に教育プロ

グラムのイノベーションや

開発に役立てることが重要

であり、その為のシステム

の構築が必要となる。 

教育課程編成委員会を組織

し、定期的・継続的に委員会

を開催することで、関連業

界との連携強化の下、適切

かつ効果的な教育プログラ

ムを開発する。また常に業

界の最新の情報収集に努め

る。 

 

5-21-3 社会人の

ニーズを踏まえ

た教育環境を整

備しているか 

□社会人経験者の入学に際
し、入学前の履修に関する
取扱いを学則等に定め、適
切に認定しているか 
□社会人学生に配慮し、長
期履修制度等を導入してい
るか 
□図書室、実習室等の利用
において、社会人学生に対
し配慮しているか 
□社会人学生等に対し、就
職等進路相談において個別
相談を実施しているか 
 
 

 
 
 
 
 
 
3 

学則に明記されている。

但し現在まで認定事例は

ない。 

 

導入していない。 

 

社会人学生に関わらず全

学生、規則に従って利用

している。 

年齢や経験に応じた個別

の進路相談を実施してい

る。 

社会人経験者への履修

情報の伝達を強化する。 

 

基本社会人学生はいな

いが、経済面でアルバイ

トを継続している学生

に対しての支援も検討。 

 

 

 

体験入学や入学説明会

等にてより詳しく説明

する。 

 

学生便覧。 

募集要項 
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5-21 （2/2） 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校の評価は卒業生で決まる、と言っても過言ではないが、本校では、卒業生

の支援を充実させている。１期生から現在までの卒業生情報のデータ管理の下、

同窓会実行委員会を設け、同窓会の実施、情報の交流・交換等を行い、相互協力

関係を構築している。また多くの卒業生が学校スタッフとして活躍している。 

卒後教育セミナーの実施、「生涯就職支援システム」による転職・再就職の支援

等を積極的に行っている。 

学校ホームページ内に卒業生へのアクセスサイトを設け、常時、同窓会登録やキ

ャリアサポート登録ができる Web環境を整えている。特に再就職支援やキャリア

アップの相談を積極的に行っている。また業界で活躍する卒業生が、就職セミナ

ーへの参加や特別講義で、業界動向や就職支援の指導にも関与している。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 



４０ 
 

基準６ 教育環境 
総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

業界が求める人材育成のために、業界レベルの施

設・設備を提供できている。不足があれば毎年の設

備計画の中で充足が計られている。また、設備点検

や補修なども、サポート企業と密接に提携した上

で、毎年必要に応じた整備がなされており、そのた

めの予算も長期的な計画の元、問題なく運営されて

いる。 
 
学外実習においては、業界が求める人材育成の観点

から非常に重要と考えており、実施体制は十分にで

きている。ただしインターンシップ、海外研修、郊

外学習、学内イベント等は現場での大切なキャリア

教育の場としても、捉えている、だからこそ現場で

指導いただく企業との更なるうちあわせや、成績評

価の明確な構築が重要と考える。 
 
学内の施設整備と共に、防災・安全対策にも力を入

れており、外部委託企業による、警備や安全管理を

含め、姉妹校合同での生活安全委員会では 
定期的な会合を持ち、現状の問題点の認識から対策

までを考え、各校での防災安全管理に活かされてい

る。 
ただし、天災は日頃からの備えが重要であり、全員

での認識が重要な為、全学生での訓練が望ましいと

ころである。 
 
 
 
 
 

教育システムとして、インターンシップを中心とし

た、学外活動は充分に整備・実施しており、その教

育的な効果は確認できているが、更にその取り組み

を教科課程の中でどのような位置づけで捉えるか

が重要な為、成績評価の基準、目的、方法、単位認

定の方法などを、学生便覧に明示していくものとす

る。 

 

また、教育的な効果の確認をしていくうえで、企業

との取り組みを更に密にしていき、学生本人の研修

ノートにプラスして、どのような効果があったかを

図れるアンケートを考え、それで数値化出来るよう

なシステムを考える。 

 

防災に関しては、全学生を対象とした訓練の実施が

望ましい為、今後新入生へのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ期間中に行

なっていく。 

 

 

学園グループの関連企業のｼﾞｹｲｽﾍﾟｰｽ㈱は、学校施

設の環境・衛生・点検・補修・改修を担う企業であ

り、予算を含めて単年から中・長期的な観点で学校

のサポートを行っている。 
 
海外実学研修は、アメリカ、オーストラリア、アフ

リカを研修地として用意しており、いずれも現地で

の講師による実習を行なう。 
 
インターンシップは単なる学習効果だけではなく、

学生本人が自身のスキルをプレゼンテーションす

る場となっており、また協力企業においても人材確

保の機会として捉えることで、多くの内定が生まれ

ている。 

 
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 
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6-22 （1/2） 
6-22 施設・設備等 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-22-1  教育上の

必要性に十分対

応した施設・設

備・教育用具等を

整備しているか 

□施設・設備・機器類等は設

置基準、関係法令に適合し、

かつ、充実しているか 
□図書室、実習室など、学生

の学習支援のための施設を

整備しているか 
□図書室の図書は専門分野

に応じ充実しているか 
□学生の休憩・食事のための

スペースを確保しているか 
□施設・設備のバリアフリー

化に取組んでいるか 
□手洗い設備など学校施設

内の衛生管理を徹底してい

るか 
□卒業生に施設・設備を提供

しているか 
□施設・設備等の日常点検、

定期点検、補修等について適

切に対応しているか 
□施設・設備等の改築・改修・

更新計画を定め、適切に執行

しているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 

業界が求める人材を育

成する為には、業界同様

の機材での実習が望まし

く、そのために必要な機

材や備品を中心とした設

備の充実に努めている。

図書に関しては必要に応

じて充足している。学生

の休憩場所や食事室も学

生レストランを含め充実

している。学校の施設の

バリアフリー化はエント

ランス・トイレなど整備

できており、衛生管理・設

備の点検補修は外部業者

への委託を含め徹底して

行なわれており、この点

検を基に事業計画で改

装、改修の計画を立てる。 

開校以来使用し続けて

いる、動物医療系の機材

に関しては計画のもと、

順に最新のものと替えて

いく。 
図書は専門書・一般書と

もに更なる充実を図る必

要がある。 
 

キャリアセンターでの個

別カウンセリングルーム

を増やすことも課題 

図書は各分野で必要かつ

最新のものを学生に紹介

できるスペース作りを行

う。 
 
設備は常に予算を考慮し

た上での最善の計画を立

てることが重要であり、

特に施設の改修等は長期

的な視野で計画を立てる

ことが重要。 
 
 

・事業計画書 
・学校パンフレット

（設備記載） 
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6-22 （2/2） 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

施設・設備、機材等は業界で即戦力となり得る人材を育成するためのもの 

であり、最新・最良のものを完備する考えで運営しており、教育上、充分な 

対応ができていると考える。 

毎年、事業計画で計画を立て、予算を計上して計画通りに更新もできている。 
 

施設・設備、機材等は予算をかければ揃うものであるが、本校では、常に 

教職員が学生の教育効果を考え、同じ予算であってもどれが最良のものかを 

考え、選択し、購入する。また、事故防止等のためにはメンテナンスも重要 

で、サポート企業、提携（関連）業者と綿密な連携をとって行っている。 

 
 
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 
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6-23 （1/2） 
6-23 学外実習、インターンシップ等 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-23-1 学外実習、

インターンシッ

プ、海外研修等の

実施体制を整備

しているか 

□学外実習等について、意

義や教育課程上の位置づけ

を明確にしているか 
□学外実習等について、実

施要綱・マニュアルを整備

し、適切に運用しているか 
□関連業界等との連携によ

る企業研修等を実施してい

るか 
□学外実習について、成績

評価基準を明確にしている

か 
□学外実習等について実習

機関の指導者との連絡・協

議の機会を確保しているか 
□学外実習等の教育効果に

ついて確認しているか 
□学校行事の運営等に学生

を積極的に参画させている

か 
□卒業生・保護者・関連業

界等、また、学生の就職先

に行事の案内をしているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

教育コンセプトの産学

連携教育のもとで、現場

のプロから学べる「学外

実習」は、専門知識・技

術の修得と共に、キャリ

ア教育の重要な場と考

え、明確な目標を定め取

り組んでいる。 
 
インターンシップ終了

後に何に気づき、何を学

び、今後の取り組むべき

課題を、確認できるよう

に、研修ノートを提出さ

せ、振り返りを行ってい

る。  
 
また、多くの校内行事

には、運営のスタッフと

して学生が参加してお

り、これも重要なキャリ

ア教育の場と位置づけて

おり、卒業生、企業、保

護者への発表の場でもあ

る。 

インターンシップ先

によっては、研修内容が

本校の意図したもので

はない場合もある。(学び

の場ではなく、労働者と

しての扱い) 
 
また、評価基準も、イ

ンターンシップ先によ

ってばらつきがあるた

め、教育効果を、客観的

に判断できるように、数

値化することを目指し

たい。 
 

今年度は新型コロナウ

ィルスの影響により海

外には行けなかったが、

次年度はオーストラリ

ア提携校からのオンラ

イン語学留学などを企

画、できる限り学びを止

めないように対策をと

っている。 

 インターンシップの

教科課程の中での、位置

づけを学生便覧への明

示し、本校の考え方を、

インターンシップ先に

も事前に伝え、研修内容

のすり合わせを行う。 
 
 また、インターンシッ

プ先での評価基準は、今

以上にインターンシッ

プ先との連携を密にし、   
インターンシップがど

のような効果があった

かを数値化できるアン

ケートを実施すること

で項目を見直すと同時

に、システムとして構築

する。 
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6-23 （2/2） 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校は即戦力の人材育成を目的としており、そのための学内の教育体制は整備され

ている。 また、学外においても、業界研修（インターンシップ）先とは綿密な連携をと

り、十二分な学習環境を設定している。 海外実学研修では、それぞれの専攻等にお

いて大きな学習効果の得られる海外の教育機関（大学）と提携し、ワークショップ等を

行っており、受け入れ体制も整っており、安全に過ごす事ができ、充分な教育体制を

整備していると考える。 

本校の特色である産学連携教育システムの一貫として業界研修（インターンシップ）を

行っているが、この業界研修は、学内では学べない現場力を身につける教育効果が

あり、毎年、業界研修や企業プロジェクトの成果から多くの就職内定に結びつく成果を

上げている。 また、海外実学研修は、本校の建学の理念の１つである「国際教育」実

現に大きな役割を果たし、学生の視野を広げ、価値観の多様化を理解することに寄与

している。 

 
6-23 （1/2） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 生野 祐二 
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6-24 防災・安全管理 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-24-1 防災に対

する組織体制を

整備し、適切に運

用しているか 

□学校防災に関する計画、

消防計画や災害発生時にお

ける具体的行動のマニュア

ルを整備しているか 

□施設・建物・設備の耐震

化に対応しているか 

□防災・消防施設・設備の

整備及び保守点検は法令に

基づき行い、改善が必要な

場合は適切に対応している

か 
□防災（消防）訓練を定期
的に実施し、記録を保存し
ているか 
□備品の固定等転倒防止な

ど安全管理を徹底している

か 

□学生、教職員に防災教育・

研修を行っているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 

組織などの構築を含

め、体制は整備されてい

る。防災の管理責任者を

選出し、責任者のもとで、

訓練の実施を行ってお

り、防災マニュアルも学

生、教職員、講師に配布

し携帯するようにしてい

る。 
法令に基づき、設備点

検だけでなく、防災訓練、

教育を実施している。 
校内の什器等で、点等

の危険が考えられる場所

は、転倒防止策を施して

いる。 

現在の防災訓練は、火

災を前提とした内容で

あるが、地震や津波を想

定した避難訓練は正確

な非難マニュアルが無

い。津波が発生した場合

の対応策が明確ではな

い。 

 津波対策マニュアル

の作成を、消防との連携

で作成を行う。 

防災訓練実施要項 
生活安全委員会議事録 
防災マニュアルブック 

6-24-2 学内にお

ける安全管理体

制を整備し、適切

に運用している

か  

□学校安全計画を策定して

いるか 

□学生の生命と学校財産を

加害者から守るための防犯

体制を整備し、適切に運用

しているか 

□授業中に発生した事故等

に関する対応マニュアルを

作成し、適切に運用してい

るか 

 
 
 
 
 
４ 

生活安全委員会を作

り、安全施策のミーティ

ングや対策機器等の確認

を定期的に実施する体制

を整えている。また、安

全・防犯教育も関係各所

に依頼して実施してい

る。警備員が常駐し、学

内警備を行っており、夜

間も警備システムが作動

して万一に状況に備えて

いる。 

学生の意識は、学校内

での危険が発生すると

は思っておらず、通学途

中での危険もあまり意

識していないようであ

る。 

校内だけでなく、通学途

中での防犯も含めて、安

全対策教育を今以上に

行い、自分で身を守る意

識も植え付けていく。 

防災訓練実施要項 
生活安全委員会議事録 

 



４６ 
 

6-24 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-24-2続き □薬品等の危険物の管理に
おいて、定期的にチェック
を行うなど適切に対応して
いるか 
□担当教員の明確化など学
外実習等の安全管理体制を
整備しているか 

 
 
 
４ 

動物看護師の薬品に関

しては薬品管理使用簿に

より管理されている。 

現状薬品は鍵を閉め

て管理している。 
薬品を使用したら必ず

使用管理簿に記入する

ことをもれなく行う。 

薬品使用管理簿 

 
 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校では、教職員が常に災害を意識している。 

毎年、教職員、学生の防災訓練を実施し、地震や火災等の際の避難訓練経路 

を確認するなど、防災体制を確立し、チェックしている。 

教職員対象の防火訓練、教職員・学生対象の避難訓練を毎年実施し、災害 

に備えている。そのため、マニュアルを整備し、教職員の役割分担作成・確 

認、学生への情報提供など、体制は整備されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



４７ 
 

基準７ 学生の募集と受入れ 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
 
募集活動においては、配布資料からイベント内容ま

で、コンプライアンスに配慮した上で、適切で効果

的なものとなっている。特に本校の募集の期間は、

将来の職業に向けての自己発見のサポート期間と

位置づけており、将来の適切な職業発見の場として

対象者、保護者、高校教員から賛同が得られている

が、できるだけ多くの方に将来の職業発見から、将

来の職業意識を持っていただくためにも、数多くの

参加機会や学校訪問の機会を用意している。 
 
次に、入学の選考においては、学力審査ではなく、

作文と面接による目的意識の確認によって合否の

判定を行なうことで、入学前の能力ではなく、将来

の職業に向けての意欲ある学生を求める内容とな

っているとともに、本人の志向や資質を計ることが

できるものであり、入学後の授業編成にも、活かさ

れているものとなっている。ただ学力審査の点数に

よる、合否の判断ではないので、明確な選考基準と

して明記できていないことが課題として挙げられ

る。 
 

 
高等学校に対して、専門学校の理解をより深めてい

ただく為に、高等学校を対象とした説明会への参加

者数の増加を図る。更に、高校訪問の際に、卒業生

情報の充実を図ることで、本学園の教育効果を伝え

ていく。 
専修学校各種学校協会との関係を密に保ち、コンプ

ライアンス委員会などの指導を受けながら誇大広

告にならないように注意する。 
情報は一元化できるように、広報集約とし、数字で

管理できる情報は使用権限が与えられた AS システ

ムでの一元管理とすることの徹底に努める。 
 
数多くのそして、目的意識の高い出願者を増やして

いく為に職業の素晴らしさ、業界の素晴らしさを伝

える事を目的の配布物やイベントの企画に努める。 
そのために、業界で成功する業界人を数多く招い

て、直接来校者と接する機会を用意していく。 
 
入学選考においては、学力審査ではなく目的意識の

高さが合否の判定であることを明記する。 
 

 
入学選考は、AO(総合型選抜)入学、高等学校推薦（指

定校推薦）、一般入学、社会人入学の 5 種類の選考

を用意し、合否の判定は書類専攻を通してのプレゼ

ンテーションシート（作文）による目的意識の審査

と面接試験による目的意識の審査を行っている。学

力審査以上に職業意識を持っているかどうかが、合

否において重要と捉えている。 
 
入学の時点で、卒業までに必要な学納金はすべて明

示しており、入学後に別途請求がないように心がけ

ている。また奨学金と教育ローンから分納案内まで

案内する事で、できるだけ計画的な納入のお手伝い

ができるように心がけている。 
 
 

 
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



４８ 
 

7-25 （1/2） 
7-25 学生募集活動 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-25-1 高等学校

等接続する教育

機関に対する情

報提供に取組ん

でいるか 

□高等学校等における進学

説明会に参加し教育活動等

の情報提供を行っているか 

□高等学校等の教職員に対

する入学説明会を実施して

いるか 

□教員又は保護者向けの

「学校案内」等を作成して

いるか 

 
 
 
４ 

高等学校はもちろん、

留学生の日本語学校での

説明会への参加、また高

等学校の先生を招いた学

校説明会の開催など充分

に開催できている。また

保護者むけの学校案内も

充実している。 

大学と専門学校での

教育内容の違いや、職業

人教育に関しての理解

を高等学校の先生方に

深めていただくととも

に、高等学校における進

学説明会では、高校生へ

職業観・勤労観を持って

もらえるように職業理

解を深めることが課題。 

できるだけ多くの高等

学校教員の方々に来校

していただけるように、

学校説明会の複数回開

催や訪問回数の増加を

図る。 

 
 

7-25-2 学生募集

を適切かつ効果

的に行っている

か 

□入学時期に照らし、適切

な時期に願書の受付を開始

しているか 
□専修学校団体が行う自主
規制に即した募集活動を行
っているか 
□志願者等からの入学相談
に適切に対応しているか 
□学校案内等において、特

徴ある教育活動、学修成果

等について正確に、分かり

やすく紹介しているか 
□広報活動・学生募集活動
において、情報管理等のチ
ェック体制を整備している
か 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
４ 
 

福岡県の専修学校各種

学校協会の規制に則り、

願書の受付時期などの募

集活動は適切に行なわれ

ている。また入学相談を

はじめ、様々な相談は、

対面や電話またインター

ネットを通して応じる事

ができている。 
また学習成果・就職成

果、や教育活動など様々

な情報をインターネット

や配布物で提供できてお

り、情報管理も充分にで

きている。 

これからも規則に沿

って活動を行なうのが

重要であり、また募集活

動において誇大広告に

ならないように注意を

要する。 
数多くの情報の管理

に注意しながら、効率的

で効果的な利用に努め

る。 

専修学校各種学校協会

との関係を密に保ち、コ

ンプライアンス委員会

などの指導を受けなが

ら誇大広告にならない

ように注意する。 
情報は一元化できるよ

うに、広報集約とし、数

字で管理できる情報は

使用権限が与えられた

AS システムでの一元管

理とする。 

・募集要項 
 

 
 



４９ 
 

7-25 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-25-2 続き □体験入学、オープンキャ

ンパスなどの実施におい

て、多くの参加機会の提供

や実施内容の工夫など行っ

ているか 

□志望者の状況に応じて多

様な試験・選考方法を取入

れているか 

 
 
 
 
４ 

日曜、祝日や長期休み

等はほとんど連日、体験

授業、学校説明会に取り

組み、数多くの参加機会

を用意しており、選考方

法も多様な試験・専攻方

法を取り入れている。 

来校者の目指す分野

に応じた体験授業を用

意することで、将来の職

業観を持ってもらうこ

とが重要であると共に、

参加意欲を掻き立てる

内容の提案が課題。オン

ラインでの職業理解、学

校理解素材の充実。 

オープンキャンパスで

の体験授業講師も業界

からの講師に依頼し、で

きるだけ、業界と直結の

実習を行なう。 

・募集要項 
・ホームページ 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生募集活動は、学則を基に、その年度の学校入学案内及び学生募集要項の 

通りに、また、本校が加盟する福岡県専修学校各種学校協会が定めたルールに基づ

いた募集開始時期、募集内容を遵守しており、適正に行われていると考える。広告倫

理委員会、個人情報委員会も設置し、過大広告の排除、個人情報の保護も力を入れ

ており、学生募集に配慮している。 

学生募集活動は、高校１・２年生という早い時期から長期にわたって広報活 

動し、体験入学を通じて、学校・学科・専攻内容を熟知してもらい、また、 

各種相談にものり、不安や問題点を解消してもらった上で出願につなげてお 

り、志願者や保護者には充分ご理解を頂ける機会、時間を設け、適正に行わ 

れていると考える。 

 
 
 最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 
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7-26 （1/2） 
7-26 入学選考 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-26-1 入学選考

基準を明確化し、

適切に運用して

いるか 

□入学選考基準、方法は、

規程等で明確に定めている

か 
□入学選考等は、規程等に

基づき適切に運用している

か 
□入学選考の公平性を確保

するための合否判定体制を

整備しているか 

 
 
 
 
４ 

選考の方法は募集要項

に明記しており、合否判

定基準は各専攻担当教員

による、将来の職業意識

の有無を判定基準とす

る。面接シートに基づき

担当職員による面接を実

施後、教務部長・事務局

長・校長の確認のもと合

否判定を行う。 

学力審査の点数によ

る、合否の判断ではない

ので面接シートを作成

し、その内容で将来の夢

や好きなことを仕事に

したいという目的意識

を確認できるようにし

ている。 

アドミッションポリシ

ーを明確にし、募集要項

に明記する。 

 
・募集要項 
 

7-26-2 入学選考

に関する実績を

把握し、授業改善

等に活用してい

るか 

□学科毎の合格率・辞退率

などの現況を示すデータを

蓄積し、適切に管理してい

るか 

□学科毎の入学者の傾向に

ついて把握し、授業方法の

検討など適切に対応してい

るか 
□学科別応募者数・入学者
数の予測数値を算出してい
るか 
□財務等の計画数値と応募
者数の予測値等との整合性
を図っているか 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
４ 

毎年作成している事業

計画書は次年度から 5年
後までの入学者予測を基

に、収支予算の計画から、

専攻ごとの教育計画を立

てるなど、入学者見込み

数は非常に重要な数値と

なっている。そのために、

広報会議の中で資料請求

から入学者までのすべて

の数字を分析し予測数値

を割り出し、目標入学者

の確保の為の対策を計画

している。 

入学者の傾向を把握

する事は、次年度の授業

運営の計画を立てる際

に重要な要素となる。そ

こで、入学選考の作文

で、将来の目標を知る事

や、面接試験での目的意

識や意欲の有無の情報

を入学後の学生対応に

活かしていけるように

する事が重要。 

入学選考のひとつの作

文の内容は応募専攻を

担当する教員が読み込

んで、合否の判断と共

に、入学後のクラス運営

の資料とする。 
 
 

 

 



５１ 
 

7-26 （2/2） 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学則を基にし、学生募集要項で明記した入学選考方法通りに選考しており、 

選考は適正かつ公平な基準で行われていると考えている。 

また、入学選考は、学生募集要項に明記された日程で実施し、選考後は、 

「選考会議」（入学基準に達しているか、否かを選考する会議）で基準に基づ 

き合否を確定している 

本校の選考方法は、学生募集要項にも明記しているが、「面接選考」及び「書 

類選考」である。 

その基準になるのは「目的意識」である。将来目指す業界への職業意識や具 

体的な目標がしっかりしているかを確認するもので、全教職員が共通の公平 

な基準で選考している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 
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7-27 （1/1） 
7-27 学納金 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-27-1 経費内容
に対応し、学納金

を算定している

か 

□学納金の算定内容、決定

の過程を明確にしているか 

□学納金の水準を把握して

いるか 
□学納金等徴収する金額は
すべて明示しているか 

 

 

 

４ 

現下の経済状況や他校

水準を参考に、運営上、

適正な金額を定め本部決

済を経て決定しており、

募集要項には、卒業まで

の学納金のすべてを明示

している。 

現下の情勢を常に意

識し、運営上の無駄をで

きるだけ省いて学納金

に反映できる事が望ま

しい。 

職員全員で運営上の無

駄を省く努力をしてい

く、特に光熱費削減など

学園グループ全体で取

り組んでいる。 

・募集要項 
 

7-27-2 入学辞退

者に対し、授業料

等について、適正

な取扱を行って

いるか 

□文部科学省通知の趣旨に

基づき、入学辞退者に対す

る授業料の返還の取扱いに

対して、募集要項等に明示

し、適切に取扱っているか 

 

 

 

４ 

最高裁判例に基づいて

の対応を募集要項に明記

し、入学金、選考料の返

還はないが、他学費は 4
月 1日までであれば返還

している。 

全職員があいまいな

対応にならないように、

判例に沿って、適切に処

理することが重要 

職員すべてが共通認識

を持って対応できるよ

うに勉強会開催。 

 
・募集要項 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学納金は適切かつ妥当なものと考えている。 

また、財務の情報公開も私立学校法の改正（義務化）に合わせて、本校でも 

平成17 年4 月から法人単位での公開の体制をとっており、学納金が公正に 

使われているかを世に問うものとなっている。 

毎年、学科・専攻において、教材や講師の見直しを行っており、学費及び諸 

費用の無駄は支出をチェックしている。 

学生募集要項には進級時の費用も記載しており、保護者には卒業まで計画が 

立てやすい状況となっていると考える。また、高校在学時から日本学生支援 

機構、教育ローン等のアドバイスを実施している 
 

 
 

 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



５３ 
 

基準８ 財 務 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
毎年 5 か年の事業計画を策定し、中長期の視点で予

算を立てている。 
また収入と支出のバランスは、理事会で毎年確認さ

れている。 
学園本部の機能として二重チェックの体制となっ

ており、学校の財務体制をしっかりと管理し、健全

な学校運営ができるような仕組みになっている。 
 
また、監査は私立学校法上義務付けられている「監

事監査」のほか、「公認会計士による監査」も受けて

いる。 
 
。 

健全な学校運営を行うため、5 か年の事業計画、収

支予算は有効かつ重要な手段と考える。 
責任者のみならず全ての教職員への周知徹底が必

要不可欠である。 
教職員に対するさらなる研修、勉強会について検討

し、進めていく必要がある。 

当法人の財務情報公開に関しては、下記の通りとな

っている。 
 
＜組織体制＞ 
 １．法人統括責任者 
 ２．学校統括責任者 
 ３．学校事務担当者 
 
＜公開資料＞ 
 １．財産目録 
 ２．貸借対照表 
 ３．収支計算書 
 ４．事業報告書 
 ５．監査報告書 
 
＜閲覧場所＞ 
 法人本部 
 

 
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



５４ 
 

8-28 （1/2） 
8-28 財務基盤 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-28-1 学校及び

法人運営の中長

期的な財務基盤

は安定している

か 

□応募者数・入学者数及び

定員充足率の推移を把握し

ているか 

□収入と支出はバランスが

とれているか 

□貸借対照表の翌年度繰越

収入超過額がマイナスにな

っている場合、それを解消

する計画を立てているか 
□消費収支計算書の当年度
消費収支超過額がマイナス
となっている場合、その原
因を正確に把握しているか 
□設備投資が過大になって
いないか 
□負債は返還可能の範囲で
妥当な数値となっているか 
 

4 毎年事業計画書を作成

し、5 か年の収支予算を

立てている。 
その中で入学者数、在

校生数、退学者等を勘案

して学費明細を作成し、

収入予算の推移を把握し

ている。 
また新学科構想、設備

について計画し、支出予

算を作成している。 
借入金等長期資金の計

画については、都道府県

の基準の範囲内で計画・

実行している。 
これらは理事会・評議

員会にて承認、報告がな

されている。 

キャッシュフロー、資金

収支の視点を、学校運営

関係者全員で共有する

必要がある。 

研修、勉強会等を充実さ

せる必要があると考え

る。 

財務資料 

8-28-2 学校及び

法人運営に係る

主要な財務数値

に関する財務分

析を行っている

か 

□最近 3 年間の収支状況

（消費収支・資金収支）に

よる財務分析を行っている

か 

□最近 3 年間の財産目録・

貸借対照表の数値による財

務分析を行っているか 

 

4 キャッシュフローに基

づいた学校運営を重視し

ており、経費予算のみで

なく施設設備支出、借入

金返済等を考慮した資金

収支の予算も作成してい

る。 
数値は 3 か月ごとに 

評価及び見直しについ

て、数値の基準等明確化

されていない。 

分かりやすい基準等の

策定が必要と考える。 
財務資料 

 
 



５５ 
 

8-28 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-28-2 続き □最近 3 年間の設置基準等

に定める負債関係の割合推

移データによる償還計画を

策定しているか 

□キャッシュフローの状況

を示すデータはあるか 

□教育研究費比率、人件費

比率の数値は適切な数値に

なっているか 

□コスト管理を適切に行っ

ているか 

□収支の状況について自己

評価しているか 

□改善が必要な場合におい

て、今後の財務改善計画を

策定しているか 

 算定し、学園本部によ

るチェックがあり適正な

予算管理がされている。 

   

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

毎年、次年度事業計画書を作成し、その事業計画の中に５ヶ年の収支予算 

を立てている。次年度の収支予算はもちろんのこと、中長期的に予算を立て 

ることによって、学校の財務基盤を安定させるための計画を事前に組んでお 

くのがその目的の１つである。 
 

毎年の収支予算については、予算消化率、実績収支率を算定している。 

最近は、キャッシュフローに基づいた学校運営を重視しているため、経費 

予算のみならず、施設設備、借入金の返済等の予算も作成している。 

３ヶ月ごとの実績を評価することによって、随時、予算を超過しないよう 

に学校運営がなされている。 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



５６ 
 

8-29 （1/1） 
8-29 予算・収支計画 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-29-1 教育目標

との整合性を図

り、単年度予算、

中期計画を策定

しているか 

□予算編成に際して、教育

目標、中期計画、事業計画

等と整合性を図っているか 
□予算の編成過程及び決定

過程は明確になっているか 

 
 
 
４ 

予算編成は、事業計画

作成の際の教育目標、や

実行計画などと同時に策

定しており、すべてが整

合性を持って制作し、本

部承認を得ている。 

中期的な将来学生数

の見込み数予測が大切

であり、教育・就職・広

報などの関連部署との

調整を持った編成が必

要。 

予算の編成会議を持っ

て学校予算を立ててい

くこととする。 

・事業計画書 

8-29-2 予算及び

計画に基づき、適

正に執行管理を

行っているか 

□予算の執行計画を策定し

ているか 

□予算と決算に大きな乖離

を生じていないか 

□予算超過が見込まれる場

合、適切に補正措置を行っ

ているか 
□予算規程、経理規程を整
備しているか 
□予算執行にあたってチェ
ック体制を整備するなど誤
りのない適切な会計処理行
っているか 

 
 
 
 
 
 
４ 

予算は、事業計画の時

点で、各部署ごとの予算

から、予算項目別に細か

く分類し、執行に関して

も全て、局長承認や金額

によっては、本部承認を

得る流れとなっている。

また消化金額は毎月の学

内チェックと、サポート

企業による 3ヶ月ごとの

修正と評価を受ける。 

予算の執行及び管理

は問題なく行なわれて

いるが、今後更に、執行

に関して現金での取り

扱いに注意を払ってい

く事が重要。 

可能なかぎり、学校から

の支払いを振り込みに

することで、教職員によ

る、現金扱いを無くすと

共に、より適切なチェッ

ク体制を整える。 

・ 講師料消化予定表 
・ 予算承認伝票 
・ 予算確認書 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

５年を見越した中長期的事業計画を毎年立て、その中で収支計画を作 

成するが学校、滋慶学園本部、理事会・評議員会と複数の目でチェックする 

ため、より現実に即した予算編成になっていると考える。学校の財務体制を 

管理し、健全運営のため、予算・収支計画は有効かつ妥当手段として利用さ 

れている。 

当初予算→四半期予算実績対比→修正予算→決算、という流れの中で収支 

計画が実現可能なものとなり、財務基盤の強化につながっている点が特徴と 

して挙げられる。 

 
 最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



５７ 
 

8-30 （1/1） 
8-30 監査 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-30-1 私立学校

法及び寄附行為

に基づき、適切に

監査を実施して

いるか 

□私立学校法及び寄附行為
に基づき、適切に監査を実
施しているか 
□監査報告書を作成し理事
会等で報告しているか 
□監事の監査に加えて、監
査法人による外部監査を実
施しているか 
□監査時における改善意見
について記録し、適切に対
応しているか 

4 学校法人滋慶文化学園

は公認会計士による監査

と監事による監査を実施

し、その結果を監査報告

書に記載し、理事会及び

評議員会においてその報

告をしている。 

適正な計算書類の作

成は法人等の責任であ

り、それによって監査も

効率的に行うことがで

きると考える。 
 

さらに効率的かつ有効

的な経理処理システム

を構築していかなけれ

ばならない。 
また法改正等に対応で

きる人材育成が必要。 

財務資料 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

現在のところ、監査報告書は適正な計算書類を作成している旨の意見が述べ

られており、適正な計算書類を作成していると考える。 
監査を有効に実施してもらうために、証憑書類の整理、計算書類の整備、各

種財務書類の整理整頓に努めている。 

私立学校法上義務付けられている「監事による監査」を受けているが、それ

に加えて、補助金対象ではない当学校において「公認会計士による監査」も

受けている。これによって適正な計算書類の作成とその信頼性の確保に努力

している。 

 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



５８ 
 

8-31 （1/1） 
8-31 財務情報の公開 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-31-1 私立学校

法に基づく財務

公開体制を整備

し、適切に運用し

ているか 

□財務公開規程を整備し、

適切に運用しているか 
□公開が義務づけられてい

る財務帳票、事業報告書を

作成しているか 
□財務公開の実績を記録し

ているか 
□公開方法についてホーム

ページに掲載するなど積極

的な公開に取組んでいるか 

4 私立学校法に基づく財

務情報公開体制が整備さ

れている。 
また、ホームページを

活用し職業実践専門課程

に向けた財務帳票の公開

を行っている。 

情報公開の更新 情報公開の不備が無い

よう VISTA とともに確

認する。 

財務資料 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

財務情報公開の体制整備はできている。 
学園の特徴は、法改正の変化に迅速に対応できる機動力である。 
今後ともどんな法改正にも迅速に対応していくと考えている。 

「財務情報公開規程」「情報公開マニュアル」によって、秩序整然たる順序に

基づいて情報公開に対処している点が特徴として挙げることができる。 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



５９ 
 

基準９ 法令等の遵守 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
 法令遵守については、滋慶学園グループ全体の方針

として掲げ、各校の教職員全員でその方針を理解し、

実行に努めている。法人理事会のもとに、コンプライ

アンス委員会で学校運営が適切かどうかを判断し、ま

た学校運営（学科運営）が適切かどうかは次の各調査

等においてチェックできるようにしている。 
①学校法人調査②自己点検・自己評価③学校基礎調査 
④専修学校各種学校調査 ⑤学校施設認定規則に基づ 
く報告等  である。 
 また、組織体制強化やシステム構築にも努め、次の

ようなものがある。 
  （A）組織体制 
   ①財務情報公開体制（学校法人） 
   ②個人情報管理体制（滋慶学園グループ） 
   ③広告倫理委員会（滋慶学園グループ） 
   ④進路変更委員会（滋慶学園グループ） 
  （B）システム（管理システム） 
   ①個人情報管理システム（滋慶学園グループ） 
   ②建物安全管理システム（滋慶学園グループ） 
   ③防災管理システム（滋慶学園グループ） 
   ④部品購入棚卸システム（滋慶学園グループ 
    ⑤コンピュータ管理システム(COMグループ） 
 滋慶学園グループというスケールメリットを活か

し、各委員会、体制、システムにより、各校が常に健

全な学校（学科）運営ができるようにしている。 
 法令や設置基準の遵守に対する方針は明文化し、法

令や設置基準の遵守に対応する体制作りは完全に整備

できている。 

 
基本的な体制作りはできたが、学内にコンプライ 
アンス相談窓口が必要となる為、今後の課題は 
窓口の早期設置であると考える。 

 
３つの教育「実学教育」、「人間教育」、「国際教育」で

「職業教育を通じて社会に貢献する」という建学の理

念の実現を目指し、４つの信頼（「業界の信頼」、「高校

の先生の信頼」、「学生・保護者の信頼」、「地域の信頼」）

を確保するためにもコンプライアンス推進をはかる。 
 具体的には、すべての法令を遵守するとともに、社

会規範を尊重し、高い倫理観に基づき、社会人として

の良識に従い行動することが私たちの重要な社会的使

命と認識し、実践する。 
 
 方針実行のため、学内にコンプライアンス委員会を

設置し、コンプライアンスを確実に実践・推進に当た

っている。 
 委員長は、統括責任者としての学校の役員が就任す

し、委員は学校の現場責任者である事務局長と実務責

任者の教務部長で構成される。 
主な任務は、行動規範・コンプライアンス規程の作成、

コンプライアンスに関する教育・研修の実施、コンプ

ライアンス抵触事案への対応及び再発の牛対策の検

討・実施、コンプライアンスの周知徹底のための PR、

啓蒙文書等の作成・配布である。 
 
 監事による毎年の監査に際して、業務監査の対象と

して、コンプライアンスの実施状況についても監査し

てもらっている。 
 

 
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



６０ 
 

9-32 （1/1） 
9-32 関係法令、設置基準等の遵守 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-32-1 法令や専

修学校設置基準

等を遵守し、適正

な学校運営を行

っているか 

□関係法令及び設置基準等

に基づき、学校運営を行う

とともに、必要な諸届等適

切に行っているか 
□学校運営に必要な規則・

規程等を整備し、適切に運

用しているか 
□セクシュアルハラスメン

ト等ハラスメント防止のた

めの方針を明確化し、防止

のための対応マニュアルを

策定して適切に運用してい

るか 
□教職員、学生に対し、コ

ンプライアンスに関する相

談受付窓口を設置している

か 
□教職員、学生に対し、法

令遵守に関する研修・教育

を行っているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
４ 
 

学内にコンプライアンス

委員会を設置し、確実な

実践の推進にあたってお

り、行動規範・コンプラ

イアンス規定作成、抵触

事案への対応等々を行う 
 
 
セクシャルハラスメント

防止の為、学生・教員の

相談窓口(ＳＳＣ)を設置

している。 
 
コンプライアンス委員会

が周知徹底のＰＲ、啓蒙

文書作成・配布を行う。 
学生便覧には毎年教育基

本法・学校教育法等を記

載し、常に意識を高める

ように工夫している。 
 

定期的な監事監査で、コ

ンプライアンスの実施

状況についても監査を

行っているが、グループ

内での監事監査の為、形

式的になり得ることが

考えられる。 
 
ＳＳＣとは別に、コンプ

ライアンス相談窓口の

設置が必要である。 
 
教職員対象にパワハラ

研修を実施したが、定期

的に開催する必要があ

る。 

常任監査室の設置 
 
 
 
 
 
 
 
教職員の相談窓口の開

設、パワハラ研修の徹底 

 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 
「３つの教育理念」で「職業教育を通じて社会に貢献する」ことの実現を目指し、

「４つの信頼」を獲得するためにもコンプライアンス推進を図っている。すべて

の法令を遵守すると共に、社会規範を尊重し、高い倫理観に基づき、社会人とし

ての良識に従い、行動することが重要な社会的使命と認識し、実践する。 

 
法令や専修学校設置基準の遵守に対する方針は、文章化し、法令や設置基準の遵

守に対応する体制作りを整備している。 
 教職員へは、法令や設置基準の遵守に関する教育または研修を実施し、周知徹

底を図っており、今後も継続して行う。 

 
 最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



６１ 
 

9-33 （1/1） 
9-33 個人情報保護 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-33-1 学校が保

有する個人情報

保護に関する対

策を実施してい

るか 

□個人情報保護に関する取

扱方針・規程を定め、適切

に運用しているか 
□大量の個人データを蓄積

した電磁記録の取扱いに関

し、規程を定め、適切に運

用しているか 
□学校が開設したサイトの

運用にあたって、情報漏え

い等の防止策を講じている

か 
□学生・教職員に個人情報

管理に関する啓発及び教育

を実施しているか 

 
 
 
 
 
 
 
４ 

JPAC 一般社団法人日

本プライバシー認証機構

の監査により、個人情報

の取り扱いやネットワー

ク情報に関しては、内部

からのアクセス権限の制

約から漏洩防止の対策を

講じている。 
また学生便覧や教育指

導要領で学生への指導を

行い、教職員に関しては

講習会も実施している。 

パソコンを通じたネ

ットワークでの情報と

は別に、書類などによ

る、個人情報の管理は、

人の行動によるところ

が大きい為、教職員への

教育は行なっているが、

充分すぎるということ

はない。 

学内の個人情報保護委

員より、徹底した啓発活

動（朝礼。会議）を行な

う。 
 
JPAC の指導のもと、個

人情報の取り扱いに関

する研修を定期的に実

施している。 

学生便覧 
学校HPでの認証ページ 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

個人情報保護委員会を設置し、対策をとっている。教職員には教育と研修を

通じて周知徹底できている。学内のネットワークに関しては、情報の漏洩が

生じないよう、アクセス権の設定やグループ内サポート企業のみでの使用措

置をとっている。 

本校は、一般社団法人 日本プライバシー認証機構「TRUST－e」の国際規定

の認証を受けている。 
 

 
 最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



６２ 
 

9-34 （1/2） 
9-34 学校評価 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-34-1 自己評価

の実施体制を整

備し、評価を行っ

ているか 

□実施に関し、学則及び規
程等を整備し実施している
か 
□実施に係る組織体制を整

備し、毎年度定期的に全学

で取組んでいるか 

□評価結果に基づき、学校

改善に取組んでいるか 

 
 
 
4 

今年度より規定および

組織体制を整備し実施運

営に努めていき、自己評

価に基づいて学校改善に

取り組んでいく、現状そ

の体制と規定を構築中で

ある。 
 

今後の、職業実践専門

課程認定にむけて、整備

された組織の基で、毎年

度評価を行なって改善

を行なっていく上で、適

切な規定の整備。 

本部を中心とした勉強

会を通して、組織規定を

整備したうえで適切に

評価を行ない、学校改善

を行なう。 
 

自己点検・自己評価報告

書 

9-34-2 自己評価

結果を公表して

いるか 

□評価結果を報告書に取り

まとめているか 

□評価結果をホームページ

に掲載するなど広く社会に

公表しているか 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 

今後、自己評価終了後

速やかに評価結果を広く

公表していく 

評価終了後、即座に公

表できるように、ホーム

ページシステムの構築

を始める 

評価終了後、即座に公表

できるように、ホームペ

ージシステムの構築を

始める 

ホームページ 

9-34-3 学校関係

者評価の実施体

制を整備し評価

を行っているか 

□実施に関し、学則及び規

程等を整備し実施している

か 

□実施に際して組織体制を

整備し、実施しているか 

□設置課程・学科に関連業

界等から委員を適切に選任

しているか 
□評価結果に基づく学校改
善に取組んでいるか 

 
 
 
 
 
4 

今後の学校関係者評価

の適切な運営のために、

現状は規定や評価委員選

定などの体制の整備中で

ある。 

評価委員の選出及び

認定において、学校関係

者評価による学校改善

の趣旨を理解していた

だく事が重要 

評価委員の選出及び認

定において、学校関係者

評価による学校改善の

趣旨を理解していただ

く事が重要 

委員会名簿 
就任承諾書 
委嘱状 
学校評価規定 

9-34-4 学校関係

者評価結果を公

表しているか 

□評価結果を報告書に取り

まとめているか 

□評価結果をホームページ

に掲載するなど広く社会に

公表しているか 

 
 
4 

今年度より、報告書に

取りまとめて、評価結果

を広く公表していく 
 

評価終了後、即座に公

表できるように、ホーム

ページシステムの構築

を始める 

評価終了後、即座に公表

できるように、ホームペ

ージシステムの構築を

始める 

ホームページ 
情報公開規定 

 
 



６３ 
 

9-34 （2/2） 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校改善において、自己点検・自己評価は行なっている。学校評価委員の選

任から自己点検・自己評価の規定を設けてより一層の学校運営の向上に当た

っていく。 

今後の職業実践専門課程の認定に向けて、自己点検・自己評価から学校関係

者評価まで、適切に行なっていく上での諸規定を整備する。 
 
 

  
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



６４ 
 

9-35 （1/1） 
9-35 教育情報の公開 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-35-1 教育情報

に関する情報公

開を積極的に行

っているか 

□学校の概要、教育内容、

教職員等教育情報を積極的

に公開しているか 
□学生、保護者、関連業界

等広く社会に公開するため

の方法で公開しているか 

 
 
 
4 

ホームページを中心に

学校の概要、目的、教育

成果は公開されており、

より詳しい教科内容は学

校制作物を通じて公開し

ている 

情報の更新を行う。 情報の更新を VISTA と

連携し行う。 
ホームページ 
情報公開規定、 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

ホームページを中心に学校の概要、目的、教育成果を公開している。 
（具体的なシラバスおよびカリキュラムの公開まで行っている） 

滋慶学園の情報公開規定に則り、公開していき、情報公開の方法は、学校案

内の配布及び閲覧、説明会における説明、ホームページへの掲載を通じて広

く社会に公開するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



６５ 
 

基準１０ 社会貢献・地域貢献 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 
滋慶学園グループの『職業人教育を通して社会に

貢献する』というミッションのもと、本校が行う

あらゆる活動は常に社会に貢献することを念頭

に置く。 
グループでは真の役割を果たすために、 
『4 つの信頼』を掲げるが、まさにここに挙がる

各方面からの信頼を得ることが、社会貢献に直結

すると考えており、運営に当たっている。 
 
また、建学の理念のひとつである、国際教育は、

グローバル人材の育成と共に、国際交流、留学生

育成をおこなうことでの社会貢献にも力を入れ

ており、今後は、留学生数や海外研修参加者など

育成人材の数の拡大に努めていく事も重要。 
ここで掲げる「社会」とは、グローバルな視点で

捉える広義なものから、地域に密着したローカル

なものまで、ありとあらゆるコミュニティを意味

し、そこに広く貢献していくことが必要であると

考えており、中でも学生のボランティア活動は、

人間教育さらにはキャリア教育として高い位置

づけとしながらも、質・量ともに更なる充実が求

められ、 今後は、学生のボランティア活動にお

ける「意欲」そのものも正しく評価するシステム

の構築が必要。 
 
 

社会貢献における本校の課題としては、更に充実し

た実績数を増加させていきたいと考えており、 
・ 高校支援対象校の増加 
・ 地域貢献事業の推進 
・ 留学生数の増加 
・ 海外実学研修参加者の増加 
・ ボランティア活動数の増加 

 
といった数値の増加を図るとともに、ボランティ

ア活動を正しく評価する規定の構築が必要。 
 
しかし、今年度は新型コロナウィルス感染拡大の

影響により、多くの活動が中止。 
学生の学びを止めないことも今後の課題。 

－4つの信頼－ 
①学生・保護者からの信頼 
②高等学校からの信頼 
③産業界からの信頼 
④地域からの信頼 
本校では、教職員及び学生たちが、常に社会貢献を

意識した活動を行っている。例えば、①福岡市と連

携してドッグマンス通して動物愛護イベント参加②

福岡市公安局等と連携して行う博多湾クリーン作戦 

③業界企業とタイアップして行う各種エコ＆動物イ

ベント ④獣医師会等の府民・市民イベント⑤各種団

体とタイアップして行う障害者イベント ⑥補助犬啓

蒙活動 ⑦小学校や施設等に出張して行う「移動動物

園」等々、年間を通じ、教職員や各専攻の学生たち

が、それぞれ特徴を活かし、幅広く、かつ意義のあ

る活動を行っている。その活動が、「業界の信

頼」、「地域の信頼」、「高校の先生の信頼」、

「学生・保護者の信頼」という、滋慶学園グループ

の「４つの信頼」獲得に繋がり、 

その結果が社会貢献を果たすことに繋がっている。 

今後は、学校の施設や教育ノウハウ等を更に活か

し、多様な社会貢献へ発展させていきたい。 

展させていく考えである  
最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



６６ 
 

10-36 （1/2） 
10-36 社会貢献・地域貢献 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-36-1 学校の教

育資源を活用し

た社会貢献・地域

貢献を行ってい

るか 

□産・学・行政・地域等との

連携に関する方針・規程等を

整備しているか 

□企業や行政と連携した教

育プログラムの開発、共同研

究の実績はあるか 

□国の機関からの委託研究

及び雇用促進事業について

積極的に受託しているか 

□学校施設・設備等を地域・

関連業界等・卒業生等に開放

しているか 

□高等学校等が行うキャリ

ア教育等の授業実施に教員

等を派遣するなど積極的に

協力・支援しているか 

□学校の実習施設等を活用

し高等学校の職業教育等の

授業実施に協力・支援してい

るか 

□地域の受講者等を対象と

した「生涯学習講座」を開講

しているか 

□環境問題など重要な社会

問題の解決に貢献するため

の活動を行っているか 

□学生・教職員に対し、重要

な社会問題に対する問題意

識の醸成のための教育、研修

に取組んでいるか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

本校の建学の理念の目

的は、①業界の信頼②高

校の信頼③学生とご父

母の信頼④地域の方の

信頼であり、この考えは

学生便覧をはじめ、配布

物に明記している。この

考えに沿って、高校に向

けた授業開催や行政か

らの依頼を受けた産学

協同教育を通して行な

う「企業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」は企

業の指導を受けながら

イベントを行うなど即

戦力育成プログラムと

なっている。 
地域貢献に関しては学

園祭や地域の小学生を

対象にアニマルキッズ

スクールを開催。今年度

は新型コロナウィルス

の影響により実施がで

きなかった。 

高等学校に向けての、

職業理解の特別講座な

どの学習支援は、もっと

数多くの学校と取り組

んで行くことで高校か

らの信頼を増やして行

きたい。 
地域の方々の信頼を得

るためには、何より学生

の育成が最も重要であ

るため、キャリア教育の

推進を更に進めていく

ことが重要。また今後、

地域貢献の一環で開か

れた学園作りの為には

現在の学園祭だけでは

なく、地域の方が本校の

学びの内容を理解して

いただけるようなアニ

マルキッズスクールの

ようなイベントをさら

に企画していく必要が

ある。 

高校訪問を増やし総合

学習を行う高校数の増

加を図る。 
 
学生のキャリア教育の

一環ﾃとして、違法駐輪

やタバコの吸殻といっ

たエチケット、マナーと

いった生活態度の向上

も重要である為、現在

COM 福岡生活安全委員

会で行っている取組み

の中で、研修企画の立ち

上げなど更に強化して

いく。 
地域の方々の信頼を得

るために、新しい取り組

みを地域に向けて発信

していくこととする。 

 
 



６７ 
 

10-36 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-36-2 国際交流
に取組んでいる

か  

□海外の教育機関との国際

交流の推進に関する方針を

定めているか 

□海外の教育機関と教職員

の人事交流・共同研究等を行

っているか 

□海外の教育機関と留学生

の受入れ、派遣、研修の実施

など交流を行っているか 
□留学生の受入れのため、学
修成果、教育目標を明確化
し、体系的な教育課程の編成
に取組んでいるか 
□海外教育機関との人事交

流、研修の実施など、国際水

準の教育力の確保に向け取

組んでいるか 

□留学生の受入れを促進す

るために学校が行う教育課

程、教育内容・方法等につい

て国内外に積極的に情報発

信を行っているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 

建学の理念である国際

教育の一環として、海外

の提携教育機関との間

で、相互の学生研修や職

員の人事交流を行うな

どグローバル人材の育

成に取り組んでいる。 
また、COM グループで

は、国際交流 COM とい

う、留学生の募集から教

育課程の編成支援や留

学生生活相談までを行

う組織を持ち、海外での

留学生募集活動や日本

語学校訪問を通しての、

留学生の受け入れにも

積極的に力を入れてい

る。また情報発信として

英語、中国語、韓国語で

のホームページを運用

している。 

海外の教育機関との取

り組みは充分にできて

いるが、本年度は新型コ

ロナウィルスの影響で

様々な交流会が中止と

なってしまった。オンラ

イン上での海外講師に

よる特別講義の実施を

行うなどの工夫をした。

次年度は海外実学研修

(オーストラリア、アフリ

カ)、語学留学(オースト

ラリア)を実施予定とし

ている。 

・国際部との協力により

語学授業と国際交流な

ど、海外留学希望学生へ

のサポートを積極的に

行う。 

 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本学園の「職業人教育を通して社会に貢献する」というミッションの基で、

充分な社会貢献、地域貢献、また国際交流は成されている。特に教育コンセ

プトの産学協同教育を通しての社会貢献は充分なものとなっている。地域貢

献や国際交流は積極的に取り組んでいるが、数的な部分でまだまだ改善でき

る部分を要する。 

留学生の受け入れ、国際交流、海外研修の機会などを積極的に設け、世界で活

躍する人材育成を行っている。 
 

 
 最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 



６８ 
 

10-37 （1/1） 
10-37 ボランティア活動 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-37-1 学生のボ

ランティア活動

を奨励し、具体的

な活動支援を行

っているか 

□ボランティア活動など

社会活動について、学校

として積極的に奨励して

いるか 
□活動の窓口の設置な

ど、組織的な支援体制を

整備しているか 
□ボランティアの活動実

績を把握しているか 
□ボランティアの活動実

績を評価しているか 
□ボランティアの活動結

果を学内で共有している

か 

 
 
 
 
 
 
 
4 

人間教育、キャリア教

育の一環として、学生が

公認・非公認に行うボラ

ンティア活動は、積極的

な支援・奨励を実施して

いる。 
学内外における学生

個々の活動状況を把握

することは、人間教育や

進路・就職指導の面でも

有効であると考えてお

り、情報は共有し、活動

に対しては評価を行っ

ている。 

毎年動物愛護や環境

保全に関するボランテ

ィアを行ってきたが、今

年度は感染防止の観点

から活動が自粛傾向に

あったが、次年度は状況

を見て活動を再開して

いきたい。また、オンラ

イン上などでもできる

ことを学生に考案させ

るなどの工夫をしてい

く。 
 

コロナ対策をしっかり

行った上で、できる限

りの活動に参加する。 

オンライン上でもでき

る活動を積極的に進め

ていく。 

 

 
中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校では、学生に対し、ボランティア活動を大いに奨励・支援しており、 

規程を設けて、学生便覧にも明記している。 

ボランティア活動は、まさに本校の「３つの建学の理念」の１つである、 

「人間教育」そのものであり、学業との相乗効果を鑑み、特別単位として認 

定し、意欲の高い学生を評価、支援している。 

産学協同教育システムの一環として、企業や地域における社会的イベント 

等へのボランティア参加も積極的に推奨、支援している。 

学生便覧に「ボランティア活動による単位認定について」という項目を設 

け、規程、申請及びレポート報告の流れについて、詳しく記載し、意欲のあ 

る学生にわかりやすいようにしている。 
 
 

 
 
 
 
 

最終更新日付 2023 年 3 月 31 日 記載責任者 満原 翔一 
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4 令和 4 年度重点目標達成についての自己評価 

令和 4年度重点目標 達成状況 今後の課題 
 
   

①ホスピタリティマインドを持った学生の育成 

②専門力・人間力を身に付けた学生の育成 

③退学率の低減 

④就職希望者１００％就職、第一専門就職率の向上 

⑤生活安全指導（SNS・WEB も含む）の徹底 

⑥地域の方々から信頼いただける学校運営 

⑦中学校・高等学校から信頼いただける学校運営 
 

 
①委員会を発足し学生主体の挨拶運動、感謝の気持

ちを伝える「サンクスカードプロジェクト」を実施。 
また、授業やイベントにおいてホスピタリティ教育

をおこなっている。 
ホスピタリティを持った人材育成を掲げ、授業やイ

ベント等で教育を行っている。 
 
②教育課程編成委員会のアドバイスを元に、教育課

程を見直しより専門性・人間力の高い人材育成に取

り組んでいる。 

 

③退学率は年々減少している。次年度は更なる減少

に向けてチームサポートに力を入れる。また学内行

事、校外実習などイベント運営にも力を入れる。 

 

④令和 4 年度は就職希望者残り 6 名を残している。

引き続き最後の 6 名が就職できるまでしっかりとサ

ポートしていく。 

 

⑤警察、消防にご協力いただき講師を招いた研修を

実施。交通、薬物、SNS、詐欺等指導を徹底している。 

 

⑥子供むけイベントアニマルキッズスクールや、学

校周辺のゴミ拾い、あいさつ運動など地域貢献のイ

ベントや活動に取り組んでいる。 

 

⑦チームを編成し、中学・高校訪問年間スケジュール

を策定。卒業生の報告等をおこなっている。また、中

学・高校のキャリア教育支援を実施。出前授業や見学

会なども実施している。 

 
コロナ禍においても学生の学びを止めな

いように、オンラインや感染防止を考慮し

たイベント開催できたが、コロナ前のよう

な満足度を得ることができなかった。 
協調性や社会性を身に着ける上で、対面で

の校外実習や学校行事を次年度は増やし

ていきたい。 
 
業界のニーズやこれからの社会の変化を

しっかりとキャッチアップするために、常

に業界との連携を図り、カリキュラムの考

案を行っていく。 

 


